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(57)【要約】
　電子ペーパー制御装置と電子ペーパーとを連結する連
結部と、連結部を介して、電子ペーパーの識別情報を読
み取ったり書き込んだりする通信部と、識別情報を基に
、電子ペーパーと通信するように、通信部を制御する制
御部と、を含むことを特徴とする電子ペーパー制御装置
である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ペーパー制御装置と電子ペーパーとを連結する連結部と、
　前記連結部を介して、前記電子ペーパーの識別情報を読み取ったり書き込んだりする通
信部と、
　前記識別情報を基に、前記電子ペーパーと通信するように、前記通信部を制御する制御
部と、を含むことを特徴とする電子ペーパー制御装置。
【請求項２】
　前記電子ペーパーは、複数の電子ペーパーを含み、
　前記制御部は、前記複数の電子ペーパーの識別情報を基に、前記複数の電子ペーパーと
通信するように、前記通信部を制御することを特徴とする請求項１に記載の電子ペーパー
制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記通信部が、前記連結部を介して、前記複数の電子ペーパーのうち、第１電子ペーパ
ーと直接通信し、前記第１電子ペーパー及び前記連結部を介して、前記複数の電子ペーパ
ーのうち、第２電子ペーパーと間接通信するように、前記通信部を制御することを特徴と
する請求項２に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項４】
　前記連結部は、
　前記第１電子ペーパー及び前記複数の電子ペーパーのうち、第３電子ペーパーと直接連
結され、前記第１電子ペーパー及び前記第３電子ペーパーを介して、前記第２電子ペーパ
ーと間接連結されることを特徴とする請求項３に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項５】
　前記識別情報は、
　前記複数の電子ペーパーのうち、第１電子ペーパーの第１識別情報、及び前記複数の電
子ペーパーのうち、第２電子ペーパーの第２識別情報を含み、
　前記制御部は、前記通信部が、前記第１識別情報に基づいて、前記第１電子ペーパーと
通信し、前記第２識別情報に基づいて、前記第２電子ペーパーと通信するように、前記通
信部を制御することを特徴とする請求項２に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項６】
　前記電子ペーパーは、
　前記連結部に連結された第１電子ペーパー、前記連結部に連結された第２電子ペーパー
、及び前記連結部に連結された第３電子ペーパーを含み、
　前記制御部は、前記識別情報に基づいて、前記第１電子ペーパー、前記第２電子ペーパ
ー及び前記第３電子ペーパーが、前記連結部に連結された連結順序を決定することを特徴
とする請求項２に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項７】
　前記第１電子ペーパーは、前記連結部に直接連結され、前記第２電子ペーパーは、前記
第１電子ペーパー及び前記第３電子ペーパーを介して、前記連結部に間接連結され、前記
第３電子ペーパーは、前記連結部に直接連結され、
　前記制御部は、前記識別情報に基づいて、前記第１電子ペーパー及び前記第３電子ペー
パーが、前記連結部に直接連結され、前記第２電子ペーパーが、前記第１電子ペーパー及
び前記第３電子ペーパーを介して、前記連結部に間接連結されていると決定することを特
徴とする請求項６に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項８】
　前記電子ペーパー制御装置は、
　表示部をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項９】
　前記表示部は、
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　タッチスクリーンを含むことを特徴とする請求項８に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項１０】
　前記表示部は、
　前記複数の電子ペーパーのうち、第１電子ペーパーを含むことを特徴とする請求項８に
記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記複数の電子ペーパーのコンテンツを決定し、前記複数の電子ペーパーのコンテンツ
のコンテンツリストをディスプレイするように、前記表示部を制御することを特徴とする
請求項８に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記表示部にディスプレイされたグラフィック・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）
の入力に基づいて、前記複数の電子ペーパーのコンテンツを操作することを特徴とする請
求項１１に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　前記識別情報に基づいて、前記複数の電子ペーパーの前記電子ペーパー制御装置への連
結順序を決定し、前記連結順序をディスプレイするように、前記表示部を制御することを
特徴とする請求項８に記載の電子ペーパー制御装置。
【請求項１４】
　電子ペーパー制御装置が、電子ペーパーを制御する方法において、
　前記電子ペーパー制御装置の連結部を介して、前記電子ペーパー制御装置に連結された
前記電子ペーパーの識別情報を読み取ったり書き込んだりする段階と、
　前記識別情報を基に、前記電子ペーパーと通信する段階と、を含むことを特徴とする電
子ペーパー制御方法。
【請求項１５】
　電子ペーパー制御装置の連結部を介して、前記電子ペーパー制御装置に連結された電子
ペーパーの識別情報を読み取ったり書き込んだりする段階と、
　前記識別情報を基に、前記電子ペーパーと通信する段階と、を含む電子ペーパー制御方
法を具現するためのプログラムが記録されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１枚の電子ペーパーを制御する電子ペーパー制御装置及び電子ペ
ーパー制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスプレイ技術が発展しながら、フレキシブル・ディスプレイ（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　
ｄｉｓｐｌａｙ）、透明ディスプレイパネル（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｄｉｓｐｌａｙ
　ｐａｎｅｌ）が開発されている。フレキシブル・ディスプレイは、反るディスプレイ装
置を意味する。
【０００３】
　フレキシブル・ディスプレイは、既存ＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓ
ｐｌａｙ）や有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）において、ガラス基板をプラスチックフィ
ルムで代替したものであり、折り畳んで広げることができる柔軟性を有する。フレキシブ
ル・ディスプレイは、一般的に使用されるガラス基板ではないプラスチック基板を使用す
るので、基板の損傷を防止するために、既存の製造プロセスが使用されず、低温製造プロ
セスが使用される。
【０００４】
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　フレキシブル・ディスプレイは、薄くて軽いだけではなく、衝撃にも強い。また、フレ
キシブル・ディスプレイは、反ったり曲がったりし、多様な形態に製作が可能であるとい
う長所がある。特に、フレキシブル・ディスプレイは、既存のガラス基板基盤のディスプ
レイでもっては、適用が制限的であったり不可能であったりする産業分野に利用可能であ
る。
【０００５】
　例えば、雑誌・教科書・書籍・マンガのような出版物を代替することができる電子書籍
分野、ディスプレイを折り畳んだり丸めたりして携帯することができる超小型ＰＣ（ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、リアルタイム情報確認が可能なスマートカードのよ
うな新たな携帯用ＩＴ（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）製品分野が、
フレキシブル・ディスプレイの活用分野になりうる。それ以外にも、フレキシブル・ディ
スプレイは、柔軟なプラスチック基板を使用するので、着用して持ち歩くことができる衣
類用ファッション、医療用診断分野にまで拡大適用される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、少なくとも１枚の電子ペーパーを制御し、少なくと
も１枚の電子ペーパーの不足した機能を補うことができる電子ペーパー制御装置及び電子
ペーパー制御方法である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置は、電子ペーパー制御装置と電子ペー
パーとを連結する連結部；連結部を介して、電子ペーパーの識別情報を読み取ったり書き
込んだりする通信部；及び識別情報を基に、電子ペーパーと通信するように通信部を制御
する制御部；を含んでもよい。
【０００８】
　本発明の一実施形態による電子ペーパーは、複数の電子ペーパーを含み、本発明の一実
施形態による電子ペーパー制御装置の制御部は、複数の電子ペーパーの識別情報を基に、
複数の電子ペーパーと通信するように、前記通信部を制御することができる。
【０００９】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の制御部は、通信部が連結部を介して
複数の電子ペーパーのうち第１電子ペーパーと直接通信し、第１電子ペーパー及び連結部
を介して、複数の電子ペーパーのうち第２電子ペーパーと間接通信するように、通信部を
制御することができる。
【００１０】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の連結部は、第１電子ペーパー、及び
複数の電子ペーパーのうち第３電子ペーパーと直接連結され、第１電子ペーパー及び第３
電子ペーパーを介して、第２電子ペーパーと間接連結される。
【００１１】
　本発明の一実施形態による識別情報は、複数の電子ペーパーのうち第１電子ペーパーの
第１識別情報、及び複数の電子ペーパーのうち第２電子ペーパーの第２識別情報を含み、
本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の制御部は、通信部が第１識別情報に基
づいて、第１電子ペーパーと通信し、第２識別情報に基づいて、第２電子ペーパーと通信
するように、通信部を制御することができる。
【００１２】
　本発明の一実施形態による電子ペーパーは、連結部に連結された第１電子ペーパー、連
結部に連結された第２電子ペーパー、及び連結部に連結された第３電子ペーパーを含み、
本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の制御部は、識別情報に基づいて、第１
電子ペーパー、第２電子ペーパー及び第３電子ペーパーが連結部に連結された連結順序を
決定することができる。
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【００１３】
　本発明の一実施形態による第１電子ペーパーは、連結部に直接連結され、本発明の一実
施形態による第２電子ペーパーは、第１電子ペーパー及び第３電子ペーパーを介して連結
部に間接連結され、本発明の一実施形態による第３電子ペーパーは、連結部に直接連結さ
れ、本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の制御部は、識別情報に基づいて、
第１電子ペーパー及び第３電子ペーパーが連結部に直接連結され、第２電子ペーパーが第
１電子ペーパー及び第３電子ペーパーを介して連結部に間接連結されていると決定するこ
とができる。
【００１４】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置は、表示部をさらに含んでもよい。
【００１５】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の表示部は、タッチスクリーンを含ん
でもよい。
【００１６】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の表示部は、複数の電子ペーパーのう
ち第１電子ペーパーを含んでもよい。
【００１７】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の制御部は、複数の電子ペーパーのコ
ンテンツを決定し、複数の電子ペーパーのコンテンツのコンテンツリストをディスプレイ
するように表示部を制御することができる。
【００１８】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の制御部は、表示部にディスプレイさ
れたＧＵＩ（ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）の入力に基づいて、
複数の電子ペーパーのコンテンツを操作する（ｍａｎｉｐｕｌａｔｅ）ことができる。
【００１９】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置の制御部は、識別情報に基づいて、複
数の電子ペーパーの電子ペーパー制御装置への連結順序を決定し、連結順序をディスプレ
イするように表示部を制御することができる。
【００２０】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御方法は、電子ペーパー制御装置の連結部を
介して、電子ペーパー制御装置に連結された電子ペーパーの識別情報を読み取ったり書き
込んだりする段階と、識別情報を基に、電子ペーパーと通信する段階と、を含んでもよい
。
【００２１】
　本発明の一実施形態による電子ペーパーは、複数の電子ペーパーを含み、本発明の一実
施形態によって通信する段階は、複数の電子ペーパーの識別情報を基に、複数の電子ペー
パーと通信する段階を含んでもよい。
【００２２】
　本発明の一実施形態による複数の電子ペーパーと通信する段階は、連結部を介して、複
数の電子ペーパーのうち第１電子ペーパーと直接通信する段階と、第１電子ペーパー及び
連結部を介して、複数の電子ペーパーのうち第２電子ペーパーと間接通信する段階と、を
含んでもよい。
【００２３】
　本発明の一実施形態による識別情報は、複数の電子ペーパーのうち第１電子ペーパーの
第１識別情報、及び複数の電子ペーパーのうち第２電子ペーパーの第２識別情報を含み、
本発明の一実施形態による複数の電子ペーパーと通信する段階は、第１識別情報に基づい
て、第１電子ペーパーと通信する段階と、第２識別情報に基づいて、第２電子ペーパーと
通信する段階と、を含んでもよい。
【００２４】
　本発明の一実施形態による電子ペーパーは、連結部に連結された第１電子ペーパー、連
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結部に連結された第２電子ペーパー、及び連結部に連結された第３電子ペーパーを含み、
本発明の一実施形態による電子ペーパー制御方法は、識別情報に基づいて、第１電子ペー
パー、第２電子ペーパー及び第３電子ペーパーが連結部に連結された連結順序を決定する
段階をさらに含んでもよい。
【００２５】
　本発明の一実施形態による第１電子ペーパーは、前記連結部に直接連結され、第２電子
ペーパーは、第１電子ペーパー及び第３電子ペーパーを介して連結部に間接連結され、第
３電子ペーパーは、連結部に直接連結され、本発明の一実施形態による決定する段階は、
識別情報に基づいて、第１電子ペーパーが連結部に直接連結されていると決定する段階と
、識別情報に基づいて、第２電子ペーパーが第１電子ペーパー及び第３電子ペーパーを介
して連結部に間接連結されていると決定する段階と、識別情報に基づいて、第３電子ペー
パーが連結部に直接連結されていると決定する段階と、を含んでもよい。
【００２６】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御方法は、電子ペーパー制御装置の表示部に
、情報をディスプレイする段階をさらに含んでもよい。
【００２７】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御方法は、複数の電子ペーパーのコンテンツ
を決定する段階をさらに含み、本発明の一実施形態によるディスプレイする段階は、複数
の電子ペーパーのコンテンツのコンテンツリストをディスプレイするように表示部を制御
する段階を含んでもよい。
【００２８】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御方法は、複数の電子ペーパーのコンテンツ
を操作する表示部にディスプレイされたＧＵＩに対する入力を受信する段階と、入力に基
づいて、複数の電子ペーパーのコンテンツを操作する段階と、を含んでもよい。
【００２９】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御方法は、識別情報に基づいて、複数の電子
ペーパーの電子ペーパー制御装置への連結順序を決定する段階と、連結順序をディスプレ
イするように表示部を制御する段階と、をさらに含んでもよい。
【００３０】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御システムは、識別情報を保存する複数の電
子ペーパーと、電子ペーパー制御装置とを含むが、本発明の一実施形態による電子ペーパ
ー制御装置は、電子ペーパー制御装置と、複数の電子ペーパーとを連結する連結部；連結
部を介して、複数の電子ペーパーの識別情報を読み取ったり書き込んだりする通信部；及
び識別情報を基に、複数の電子ペーパーと通信するように、通信部を制御する制御部；を
含んでもよい。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、少なくとも１枚の電子ペーパーを制御し、少なくとも１枚の電子ペー
パーの不足した機能を補うことができる電子ペーパー制御装置及び電子ペーパー制御方法
を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施形態に係わる電子ペーパー制御装置について説明するためのブロ
ック構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係わる電子ペーパーを制御するためのソフトウェア構成図
である。
【図３】本発明の一実施形態に係わる電子ペーパーについて説明するためのブロック構成
図である。
【図４】本発明の一実施形態に係わる環状の連結部を示す図面である。
【図５】本発明の一実施形態に係わるスロット状の連結部を示す図面である。
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【図６】本発明の一実施形態に係わるピン状の連結部を示す図面である。
【図７】本発明の一実施形態に係わるクリップ状の連結部を示す図面である。
【図８】本発明の一実施形態に係わる電子ペーパー制御方法について説明するためのフロ
ーチャートである。
【図９】本発明の一実施形態に係わる、少なくとも１枚の電子ペーパーから識別情報を受
信する方法について説明するためのフローチャートである。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態に係わる、シフトレジスタを利用して、電子ペーパーの
連結順序を判断する方法について説明するための図面である。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態に係わる、シフトレジスタを利用して、電子ペーパーの
連結順序を判断する方法について説明するための図面である。
【図１０Ｃ】本発明の一実施形態に係わる、シフトレジスタを利用して、電子ペーパーの
連結順序を判断する方法について説明するための図面である。
【図１０Ｄ】本発明の一実施形態に係わる、シフトレジスタを利用して、電子ペーパーの
連結順序を判断する方法について説明するための図面である。
【図１０Ｅ】本発明の一実施形態に係わる、シフトレジスタを利用して、電子ペーパーの
連結順序を判断する方法について説明するための図面である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係わる電子ペーパー制御方法について説明するための
フローチャートである。
【図１２】本発明の一実施形態に係わる、臨時識別情報を利用して、電子ペーパーの連結
順序を判断する方法について説明するためのフローチャートである。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態に係わる、臨時識別情報を電子ペーパーに提供する方法
について説明するための図面である。
【図１３Ｂ】本発明の一実施形態に係わる、臨時識別情報を電子ペーパーに提供する方法
について説明するための図面である。
【図１３Ｃ】本発明の一実施形態に係わる、臨時識別情報を電子ペーパーに提供する方法
について説明するための図面である。
【図１３Ｄ】本発明の一実施形態に係わる、臨時識別情報を電子ペーパーに提供する方法
について説明するための図面である。
【図１３Ｅ】本発明の一実施形態に係わる、臨時識別情報を電子ペーパーに提供する方法
について説明するための図面である。
【図１４】本発明の一実施形態に係わる、電子ペーパーでコンテンツを伝送する方法につ
いて説明するためのフローチャートである。
【図１５】本発明の一実施形態に係わる電子ペーパー制御装置の表示部について説明する
ための図面である。
【図１６】本発明の一実施形態に係わる、少なくとも１枚の電子ペーパーの出力を制御す
る方法について説明するための図面である。
【図１７】本発明の一実施形態に係わる、ユーザによってコンテンツが選択される画面を
示す図面である。
【図１８】本発明の一実施形態に係わる、スレーブ電子ペーパーに表示されたコンテンツ
を、マスター電子ペーパーに表示する画面を示す図面である。
【図１９】本発明の一実施形態に係わる、電子ペーパー制御装置が外部デバイスとデータ
通信を行う方法について説明するためのフローチャートである。
【図２０】本発明の一実施形態に係わる、電子ペーパー制御装置が外部デバイスにコンテ
ンツを送信する画面を示す図面である。
【図２１】本発明の一実施形態に係わる、移動端末が電子ペーパーから獲得されたコンテ
ンツをプリンタを介して出力する画面を示す図面である。
【図２２】本発明の一実施形態に係わる、電子ペーパー制御装置間の通信方法を示す図面
である。
【図２３】本発明の一実施形態に係わる、少なくとも１枚の電子ペーパーの入力を制御す
る方法について説明するための図面である。
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【図２４】本発明の一実施形態に係わる、少なくとも１枚の電子ペーパーからコンテンツ
を獲得して表示する方法について説明するための図面である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本明細書で使用される用語について簡略に説明し、本発明について具体的に説明する。
【００３４】
　本発明で使用される用語は、本発明での機能を考慮しながら、可能な限り、現在広く使
用される一般的な用語を選択したが、それは、当業者の意図または判例、新たな技術の出
現などによって異なることがある。また、特定の場合には、出願人が任意に選定した用語
もあり、その場合、当該発明の説明部分で詳細にその意味を記載する。従って、本発明で
使用される用語は、単純な用語の名称ではない、その用語が有する意味と、本発明の全般
にわたった内容とを基に定義されるものである。
【００３５】
　明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」とするとき、それは、特別に
限定する記載がない限り、他の構成要素を除外するものではなく、他の構成要素をさらに
含んでもよいということを意味する。また、明細書に記載された「・・・部」、「モジュ
ール」のような用語は、少なくとも１つの機能や動作を処理する単位を意味し、それは、
ハードウェアまたはソフトウェアで具現されたり、あるいはハードウェアとソフトウェア
との結合に具現されたりする。
【００３６】
　以下では、添付した図面を参照し、本発明の実施形態について、本発明が属する技術分
野で当業者が容易に実施することができるように詳細に説明する。しかし、本発明は、さ
まざまに異なる形態で具現され、ここで説明する実施形態に限定されるものではない。図
面において、本発明について明確に説明するために、説明と係わりのない部分は省略し、
明細書全体を通じて類似した部分については、類似した図面符号を付した。
【００３７】
　図１は、本発明の一実施形態に係わる電子ペーパー制御装置について説明するためのブ
ロック構成図である。
【００３８】
　電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００－１，２００－
２，・・・，２００－Ｎを連結する装置であり、電子ペーパーの特性の上、不足した機能
を補うことができる。説明の便宜上、少なくとも１枚の電子ペーパー２００は、電子ペー
パー２００とも表現される。
【００３９】
　電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００の入力または出
力を制御したり、あるいは少なくとも１枚の電子ペーパー２００を充電するなどの機能を
提供することができる。本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置１００は、連結
部１１０、通信部１２０、電源供給部１３０、出力部１４０、ユーザ入力部１５０、保存
部１６０、制御部１７０を含んでもよい。
【００４０】
　しかし、図示された構成要素が、いずれも必須構成要素であるというものではない。図
示された構成要素より多くの構成要素によって電子ペーパー制御装置１００が具現されも
し、それより少ない構成要素によっても、電子ペーパー制御装置１００が具現されもする
。
【００４１】
　連結部１１０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００または外部デバイス３００を連
結し、固定することができる。本発明の一実施形態による連結部１１０は、少なくとも１
枚の電子ペーパー２００を連結するための第１連結部１１１を含んでもよい。
【００４２】
　第１連結部１１１は、多様な形態を有することができる。例えば、第１連結部１１１は
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、内周面に複数の溝が形成された環状であるか、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が
それぞれ挿入されるスロット構造であるか、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のホー
ルを貫通するピン構造であるか、あるいは少なくとも１枚の電子ペーパー２００をつまむ
ことができるクリップ状でもある。連結部の形態については、追って詳細に説明する。
【００４３】
　第１連結部１１１は、複数の端子を含んでもよい。端子は、第１連結部１１１上で、そ
れぞれの電子ペーパー２００－１，２００－２，・・・，２００－Ｎが締結される位置ご
とに存在することができる。例えば、第１連結部１１１は、少なくとも１枚の電子ペーパ
ー２００の出力を制御するための出力端子、少なくとも１枚の電子ペーパー２００の入力
を制御するための入力端子、少なくとも１枚の電子ペーパー２００とデータ通信をするた
めの通信端子などを含んでもよい。また、第１連結部１１１は、少なくとも１枚の電子ペ
ーパー２００を充電するための充電端子をさらに含むこともできる。
【００４４】
　一方、第１連結部１１１は、端子を介して、少なくとも１枚の電子ペーパー２００の連
結いかんを感知することができる。
【００４５】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、外部デバイス３００を
連結するための第２連結部１１２をさらに含んでもよい。本発明の一実施形態による外部
デバイス３００には、他の電子ペーパー制御装置、外部メモリ、サーバ、移動端末機（ス
マートフォン、タブレットＰＣ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、ノート型パソ
コンなど）、ＰＣ、プリンタ、ＣＥ（ｃｏｎｓｕｍｅｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ）デバイ
ス（スマートＴＶ（ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）、カメラ、冷蔵庫、エアコンなど）などがあ
る。
【００４６】
　本発明の一実施形態による第２連結部１１２は、外部メモリ別の連結端子、外部メモリ
別の統合標準連結端子、外部機器別の連結端子または外部機器統合標準連結端子でもある
。
【００４７】
　通信部１２０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００、外部デバイス３００（例えば
、他の電子ペーパー制御装置、クラウドコンピュータ基盤の仮想サーバ、移動端末機など
）と通信するための一つ以上の構成要素を含んでもよい。例えば、通信部１２０は、有線
通信モジュール、移動通信モジュール、無線インターネットモジュール、有線インターネ
ットモジュール、近距離通信モジュールなどを含んでもよい。
【００４８】
　有線通信モジュールは、連結部１１０に具備された連結端子を介して、少なくとも１枚
の電子ペーパー２００または外部デバイス３００と有線で通信することができる。
【００４９】
　移動通信モジュールは、移動通信網上で、基地局、外部のデバイス、サーバのうち少な
くとも一つと、無線信号を送受信する。無線インターネットモジュールは、無線インター
ネット接続のためのモジュールをいい、無線インターネットモジュールは、内蔵であった
り、あるいは外装であったりする。有線インターネットモジュールは、有線インターネッ
ト接続のためのモジュールをいう。
【００５０】
　近距離通信モジュールは、近距離通信のためのモジュールをいう。近距離通信技術とし
ては、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））、ＵＷＢ（ｕｌｔｒａ　ｗｉ
ｄｅｂａｎｄ）、ジグビー（ＺｉｇＢｅｅ）、ＮＦＣ（ｎｅａｒ　ｆｉｅｌｄ　ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、ＷＦＤ（Ｗｉ－Ｆｉ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｆｉｄｅｌｉｔｙ）　
ｄｉｒｅｃｔ）、赤外線通信（ＩｒＤＡ：ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｄａｔａ　ａｓｓｏｃｉａ
ｔｉｏｎ）などが利用される。
【００５１】
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　ブルートゥースは、無線通信機器において、近距離（ｓｈｏｒｔ　ｒａｎｇｅ）で低電
力で無線通信を行うための標準である。ＵＷＢとは、短距離区間において、低電力で広い
スペクトル周波数を介して、多量のデジタルデータを伝送する無線技術である。
【００５２】
　ＮＦＣは、近接した機器間において、磁場誘導を利用した近距離無線接続方式に係わり
、いかなる方向にも通信が可能である。ＷＦＤとは、Ｗｉ－Ｆｉ技術の新たなバージョン
であり、最大の特徴は、機器間の直接通信が可能であるという点である。すなわち、ホッ
トスポット、ルータ、ＡＰ（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）がなくとも、ＷＦＤが設けられ
た機器さえあれば、機器同士互いに通信して情報を共有することができる。また、ＷＦＤ
は、ブルートゥースのように、ｐａｉｒｉｎｇ手続きを進める必要がなく、最大２００ｍ
ほどまでの遠距離通信が可能であり、多くの機器と１：Ｎ通信が可能である。
【００５３】
　ジグビーは、近距離通信を支援するＩＥＥＥ　８０２．１５．４標準のうち一つをいう
。ジグビーは、家庭、事務室などの無線ネットワーキング分野において、１０～２０ｍ前
後の近距離通信とのユビキタスコンピュータのための技術である。
【００５４】
　本発明の一実施形態によれば、通信部１２０は、連結部１１０に連結された少なくとも
１枚の電子ペーパー２００の識別情報（ＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信することができる。電子ペーパーの識別情報とは、個々の電子
ペーパー２００－１，２００－２，・・・，２００－Ｎを識別することができる固有情報
を意味する。例えば、識別情報は、第１電子ペーパー２００－１を識別する第１識別コー
ド（ＩＤ　ｃｏｄｅ）、第２電子ペーパー２００－２を識別する第２識別コードを含んで
もよい。
【００５５】
　本発明の一実施形態によれば、少なくとも１枚の電子ペーパー２００は、それぞれ識別
情報を保存するシフトレジスタを含んでもよい。シフトレジスタとは、クロック周期ごと
にシフトレジスタに保存された全てのビットを１桁移すレジスタを意味する。レジスタが
線形である場合には、１ビットが一方の端から挿入され、反対側の端から１ビットが出る
。
【００５６】
　本発明の一実施形態によれば、通信部１２０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００
のうち、第１方向の最外郭に位置した第１電子ペーパーのシフトレジスタに、シフト命令
（ｓｈｉｆｔ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）を伝送することができる。第１方向の最外郭に
位置した第１電子ペーパーは、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が載せられている場
合、最も上にある電子ペーパーでもある。説明の便宜上、第１電子ペーパーは、少なくと
も１枚の電子ペーパー２００の積み重ね（ｓｔａｃｋ）において、最上に位置する電子ペ
ーパーであると仮定する。シフト命令は、レジスタ内のデータを、左側または右側に１桁
移動させる特殊命令を意味する。すなわち、シフト命令は、シフトレジスタにクロックパ
ルスを印加することを含んでもよい。
【００５７】
　そして、通信部１２０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のうち、第２方向の最
外郭に位置した第２電子ペーパーのシフトレジスタから、順次に少なくとも１枚の電子ペ
ーパー２００の識別情報を受信することができる。第２方向の最外郭に位置した第２電子
ペーパーは、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が載せられている場合、最も下にある
電子ペーパーでもある。説明の便宜上、第２電子ペーパーは、少なくとも１枚の電子ペー
パー２００の積み重ねのうち、底に位置する電子ペーパーであると仮定する。それと係わ
る詳細な内容は、図１０Ａないし図１０Ｅを参照して後述する。
【００５８】
　本発明の一実施形態によれば、通信部１２０は、連結部１１０に連結された少なくとも
１枚の電子ペーパー２００に臨時識別情報を伝送することもできる。すなわち、少なくと
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も１枚の電子ペーパー２００が識別情報を有していなかったり、あるいは電子ペーパー制
御装置１００が少なくとも１枚の電子ペーパー２００の識別情報を知ることができなかっ
たりする場合、通信部１２０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に、任意に識別情
報を付与することができる。
【００５９】
　本発明の一実施形態による臨時識別情報は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が、
電子ペーパー制御装置１００に連結されている間に使用される臨時の識別情報を意味する
。従って、少なくとも１枚の電子ペーパー２００は、電子ペーパー制御装置１００に装着
されるたびに、新たに臨時識別情報を受けることができる。
【００６０】
　本発明の一実施形態によれば、通信部１２０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００
からコンテンツを受信することができる。また、通信部１２０は、外部デバイス３００（
例えば、他の電子ペーパー制御装置、サーバ、移動端末機またはカメラ）からコンテンツ
を受信することもできる。
【００６１】
　一方、本発明の一実施形態によれば、通信部１２０は、ユーザによって選択されたコン
テンツを、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に伝送することもできる。通信部１２０
は、少なくとも１つのコンテンツを、外部デバイスに伝送することもできる。通信部１２
０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００から、所定キーを受信することができる。そ
のとき、通信部１２０は、所定キーを伝送した電子ペーパーに、所定キーに対応する所定
データを伝送することができる。
【００６２】
　例えば、Ａコンテンツにアクセスすることができる所定キー「ａ」を、電子ペーパー１
、電子ペーパー２、電子ペーパー３が有している場合を仮定する。そのとき、連結部１１
０に、電子ペーパー１、電子ペーパー２、電子ペーパー３が連結されれば、電子ペーパー
制御装置１００は、電子ペーパー１、電子ペーパー２、電子ペーパー３から、それぞれ所
定キー「ａ」を受信することができる。電子ペーパー制御装置１００は、前記受信された
所定キー「ａ」に対する認証を行った後、電子ペーパー１、電子ペーパー２、電子ペーパ
ー３にＡコンテンツを伝送する。また、制御装置１００は、前記のような所定キーに対す
る認証を行う過程を省略することもできる。そのとき、電子ペーパー１、電子ペーパー２
、電子ペーパー３から、所定キーを受信する過程も省略されるということは言うまでもな
い。
【００６３】
　電源供給部１３０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に、電源を供給することが
できる。すなわち、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー２００－１，２００－２
，・・・，２００－Ｎは、電子ペーパー制御装置１００から電源を供給されるので、電子
ペーパー２００－１，２００－２，・・・，２００－Ｎに使用されるバッテリは、サイズ
または容量の大きくなくともよい。従って、電子ペーパー２００－１，２００－２，・・
・，２００－Ｎのサイズ（厚み）が縮小される。
【００６４】
　一方、電子ペーパー制御装置１００の通信部１２０は、少なくとも１枚の電子ペーパー
２００から、バッテリ残量についての情報を受信することもできる。そのとき、本発明の
一実施形態によれば、電源供給部１３０は、バッテリ残量が、所定基準未満である電子ペ
ーパー２００－１，２００－２，・・・，２００－Ｎに自動的に電源を供給することがで
きる。
【００６５】
　出力部１４０は、オーディオ信号、ビデオ信号またはアラーム信号の出力のためのもの
であり、そこには、表示部１４１、アラーム部１４２、音響出力モジュールなどが含まれ
る。
【００６６】
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　表示部１４１は、電子ペーパー制御装置１００で処理される情報を表示出力する。例え
ば、表示部１４１は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の電子ペーパー２００の
リスト、連結部１１０に連結された外部デバイスのリスト、または少なくとも１枚の電子
ペーパー２００から受信されたコンテンツのリストを表示することができる。また、表示
部１４１は、電子ペーパー制御装置１００が支援する機能のリストを表示することもでき
る。
【００６７】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置１００が支援する機能は、コンテンツ
リスト表示、電子ペーパーのリスト表示、外部デバイスリスト表示、コンテンツ伝送、コ
ンテンツ編集（例えば、コピー、移動、削除、生成など）、筆記入力及び充電のうち、少
なくとも一つを含んでもよい。
【００６８】
　本発明の一実施形態によるコンテンツリストは、電子ペーパー制御装置１００の保存部
１６０に保存されたコンテンツ、少なくとも１枚の電子ペーパー２００から受信されたコ
ンテンツ、外部デバイスから獲得されたコンテンツなどが含まれる。また、本発明の一実
施形態によるコンテンツは、静止映像、動画、音楽、アプリケーション及び文書のうち、
少なくとも一つを含んでもよい。
【００６９】
　一方、本発明の一実施形態によれば、表示部１４１は、少なくとも１枚の電子ペーパー
２００、または電子ペーパー制御装置１００に連結可能な外部デバイス３００の連結状態
を示すＧＵＩ（ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を表示することも
できる。例えば、表示部１４１は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００または外部デバ
イス３００の連結成功または通信中であるということを知らせるＧＵＩを提供することが
でき、少なくとも１枚の電子ペーパー２００または外部デバイス３００を表現するアイコ
ン、少なくとも１枚の電子ペーパー２００または外部デバイス３００が連結された位置を
示すアイコンなどをディスプレイすることもできる。
【００７０】
　本発明の一実施形態によれば、表示部１４１は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００
のバッテリ残量を示すＧＵＩを表示することもできる。
【００７１】
　表示部１４１とタッチパッドとが相互レイヤ構造をなし、タッチスクリーンによって構
成される場合、表示部１４１は、出力装置以外に、入力装置として、有機発光ダイオード
、フレキシブル・ディスプレイ、三次元ディスプレイ（３Ｄ　ｄｉｓｐｌａｙ）、電気泳
動ディスプレイのうち、少なくとも一つを含んでもよい。そして、電子ペーパー制御装置
１００の具現例により、表示部１４１が２個以上存在することもある。タッチスクリーン
は、タッチ入力位置、タッチされた面積だけではなく、タッチ入力圧力までも検出するよ
うに構成される。また、タッチスクリーンは、実質的なタッチ（ｒｅａｌ－ｔｏｕｃｈ）
だけではなく、近接タッチ（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｔｏｕｃｈ）も検出されるように構成
される。
【００７２】
　本明細書において「タッチ（ｒｅａｌ－ｔｏｕｃｈ）」とは、画面に、実際にポインタ
がタッチされた場合をいい、「近接タッチ（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ－ｔｏｕｃｈ）」とは、
ポインタが画面に実際にタッチされず、画面から所定距離離れて接近した場合をいう。本
明細書においてポインタは、ディスプレイされた画面の特定部分をタッチしたり、あるい
は近接タッチしたりするための道具をいう。その一例として、電子ペン、指などがある。
【００７３】
　アラーム部１４２は、電子ペーパー制御装置１００のイベント発生を知らせるための信
号を出力する。アラーム部１４２は、オーディオ信号やビデオ信号以外に、他の形態でイ
ベント発生を知らせるための信号を出力することもできる。例えば、アラーム部１４２は
、振動形態で信号を出力することができる。
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【００７４】
　本発明の一実施形態によれば、アラーム部１４２は、少なくとも１枚の電子ペーパー２
００の連結状態に対応するアラーム信号を出力することができる。連結状態とは、少なく
とも１枚の電子ペーパー２００が、連結部１１０に連結された状態、少なくとも１枚の電
子ペーパー２００が連結部１１０から脱着された状態、電子ペーパー制御装置１００が、
少なくとも１枚の電子ペーパー２００とデータ通信中である状態などを意味する。
【００７５】
　一方、本発明の一実施形態によれば、アラーム部１４２は、電子ペーパー制御装置１０
０に連結された外部デバイス３００の連結状態に対応するアラーム信号を出力することも
できる。
【００７６】
　本発明の一実施形態によれば、アラーム部１４２は、少なくとも１枚の電子ペーパー２
００が、連結部１１０に連結されるとき、及び少なくとも１枚の電子ペーパー２００が連
結部１１０から脱着されるとき、異なるアラーム信号を出力することができる。
【００７７】
　ユーザ入力部１５０は、キーパッド、ドームスイッチ、タッチパッド（接触式静電容量
方式、圧力式抵抗膜方式、赤外線感知方式、表面超音波伝導方式、積分式張力測定方式、
ピエゾ効果方式など）、ジョグホイール、ジョグスイッチなどによって構成される。特に
、タッチパッドが前述の表示部１４１と相互レイヤ構造をなす場合、それをタッチスクリ
ーンと呼ぶことができる。
【００７８】
　一方、本発明の一実施形態によるユーザ入力部１５０は、電子ペン入力のためのレイヤ
、音声認識部、映像認識部、モーション認識部などをさらに含んでもよい。音声認識部は
、音声認識エンジンを利用してユーザの音声を認識し、認識された音声を、制御部１７０
に伝達することができる。映像認識部は、カメラを介してユーザの映像を認識し、認識さ
れた映像を介して、ユーザ認証などを行うことができる。モーション認識部は、カメラな
どを介して、ユーザのモーションを認識し、認識されたモーションに対応する制御命令を
生成することができる。
【００７９】
　ユーザ入力部１５０は、ユーザによって入力されるデータを受信することができる。例
えば、ユーザ入力部１５０は、電子ペーパー制御装置１００で支援される機能のうち、少
なくとも一つに対するユーザの選択を受信することができる。また、ユーザ入力部１５０
は、コンテンツリストに含まれた少なくとも１つのコンテンツに対するユーザの選択、電
子ペーパーリストに含まれた少なくとも１枚の電子ペーパーに対するユーザの選択を受信
することもできる。
【００８０】
　保存部１６０は、制御部１７０の処理及び制御のためのプログラムが保存される。例え
ば、図２を参照する。
【００８１】
　図２は、本発明の一実施形態に係わる電子ペーパーを制御するためのソフトウェア構成
図である。
【００８２】
　図２に図示されているように、保存部１６０に保存されたプログラムは、その機能によ
って、複数個のモジュールに分類されるが、例えば、センサ認識モジュール、マルチメデ
ィア・モジュール、グラフィック・モジュール、保安モジュール、ネットワークモジュー
ル、フレキシブルレイヤ・モジュールなどに分類される。各モジュールの機能は、その名
称から、当業者が直観的に推論することができるので、ここでは、インデックス管理（ｉ
ｎｄｅｘ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）モジュール１７１、シーケンス管理（ｓｅｑｕｅｎｃ
ｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）モジュール１７２、データ共有（ｄａｔａ　ｓｈａｒｅ）モ
ジュール１７３、レジスタデータ分析（ｒｅｇｉｓｔｅｒ　ｄａｔａ　ａｎａｌｙｓｉｓ
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）モジュール１７４についてのみ説明する。
【００８３】
　ネットワークモジュールのうちインデックス管理モジュールは、連結部１１０に少なく
とも１枚の電子ペーパー２００が連結される場合、少なくとも１枚の電子ペーパー２００
に、臨時識別情報を生成して伝達することができる。
【００８４】
　シーケンス管理モジュール１７２は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の電子
ペーパー２００の固有識別情報または臨時識別情報を基に、少なくとも１枚の電子ペーパ
ー２００の出力順序を制御することができる。
【００８５】
　データ共有モジュール１７３は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の電子ペー
パー２００間のデータ送受信を管理する。
【００８６】
　レジスタデータ分析モジュール１７４は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の
電子ペーパー２００から識別情報を受信し、受信された識別情報を利用して、電子ペーパ
ーの連結順序を決定することができる。
【００８７】
　保存部１６０は、入出力されるデータの臨時保存のための機能を遂行することもできる
。例えば、入出力されるデータには、外部デバイス３００から獲得されたコンテンツ（例
えば、静止映像、動画、音楽、文書、アプリケーションなど）、少なくとも１枚の電子ペ
ーパー２００から受信されたコンテンツなどがある。
【００８８】
　一方、本発明の一実施形態による保存部１６０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２０
０に伝送した臨時識別情報、少なくとも１枚の電子ペーパー２００の連結順序についての
情報を保存することもできる。そのとき、保存部１６０は、臨時識別情報と、電子ペーパ
ー２００－１，２００－２，・・・，２００－Ｎの連結順序とをマッピングして保存する
ことができる。連結順序は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００の積み重ねにおいて、
第１電子ペーパー２００－１、・・・、第Ｎ電子ペーパー２００－Ｎの位置ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ、または基準電子ペーパーとの相対的な位置を意味する。例えば、第１電子ペーパー
２００－１が、少なくとも１枚の電子ペーパー２００の積み重ねにおいて、最上に位置す
る場合、第１電子ペーパー２００－１の連結順序は、「１」（または、第１位置）でもあ
る。また、第Ｎ電子ペーパー２００－Ｎが、少なくとも１枚の電子ペーパー２００の積み
重ねにおいて、底に位置する場合、第Ｎ電子ペーパー２００－Ｎの連結順序は、「Ｎ」（
または、最後の位置）でもある。連結順序は、臨時識別情報に対応するもあり、対応しな
いこともある。少なくとも１枚の電子ペーパー２００が、ユーザによって物理的に再配置
される場合、電子ペーパー制御装置１００は、臨時識別情報を変更することもできる。
【００８９】
　保存部１６０は、フラッシュメモリ・タイプ（ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ　ｔｙｐｅ）
、ハードディスク・タイプ（ｈａｒｄ　ｄｉｓｋ　ｔｙｐｅ）、マルチメディアカードマ
イクロ・タイプ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｃａｒｄ　ｍｉｃｒｏ　ｔｙｐｅ）、カードタ
イプのメモリ（例えば、ＳＤメモリまたはＸＤメモリなど）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ－ａ
ｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＳＲＡＭ（ｓｔａｔｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　
ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ｅｒａｓａｂｌｅ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌ
ｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅ
ｍｏｒｙ）、磁気メモリ、磁気ディスク、光ディスクのうち少なくとも１つのタイプの記
録媒体を含んでもよい。また、電子ペーパー制御装置１００は、インターネット上で保存
機能を遂行するウェブストレージを運用することもできる。
【００９０】
　制御部１７０は、電子ペーパー制御装置１００の動作を制御することができ、連結部１
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１０、通信部１２０、電源供給部１３０、出力部１４０、ユーザ入力部１５０、保存部１
６０を個別的または全体的に制御することができる。そのとき、前述のように、制御部１
７０は、保存部１６０に保存されたプログラムを実行することにより、制御機能を遂行す
ることができる。
【００９１】
　例えば、制御部１７０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００の識別情報を基に、少
なくとも１枚の電子ペーパー２００とデータ通信を行うように、通信部１２０を制御する
ことができる。そのとき、識別情報は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００から受信さ
れた固有識別情報でもある。
【００９２】
　制御部１７０は、識別情報を受信する順序に基づいて、連結部１１０に連結された少な
くとも１枚の電子ペーパー２００の連結順序を判断することができる。それについての詳
細な内容は、図１０Ａないし図１０Ｅを参照して後述する。
【００９３】
　本発明の他の実施形態によれば、制御部１７０は、臨時識別情報を基に、少なくとも１
枚の電子ペーパー２００とデータ通信を行うように、通信部１２０を制御することもでき
る。そのとき、制御部１７０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に、順次に臨時識
別情報が伝送されるように通信部１２０を制御する。
【００９４】
　例えば、制御部１７０は、臨時識別情報が、第１方向の最外郭に位置した第１電子ペー
パーから、第２方向の最外郭に位置した第２電子ペーパーまで順次に伝送されるように、
通信部１２０を制御することができる。その場合、少なくとも１枚の電子ペーパー２００
に等しく臨時識別情報が付与されるので、制御部１７０は、臨時識別情報を基に、連結部
１２０に連結された少なくとも１枚の電子ペーパー２００の連結順序を判断することがで
きる。
【００９５】
　一方、本発明の一実施形態によれば、制御部１７０は、連結部１１０に含まれた複数の
端子のうち、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が連結された端子の位置に基づいて、
少なくとも１枚の電子ペーパー２００の連結順序を判断することもできる。
【００９６】
　例えば、連結部１１０の１番端子に、Ｘ電子ペーパーが連結され、２番端子に、Ｙ電子
ペーパーが連結され、３番端子に、Ｚ電子ペーパーが連結された場合、電子ペーパー制御
装置１００は、Ｘ電子ペーパー、Ｙ電子ペーパー、Ｚ電子ペーパーの順序で、連結部１１
０に連結されたことを感知することができる。もしＸ電子ペーパーの入出力を制御する場
合、電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０の１番端子を利用して、Ｘ電子ペーパ
ーの入出力を制御することができる。
【００９７】
　一方、本発明の一実施形態によれば、制御部１７０は、少なくとも１枚の電子ペーパー
２００のデータ入力機能を制御することもできる。すなわち、制御部１７０は、少なくと
も１枚の電子ペーパー２００のユーザ入力機能を活性化することができる。本発明の一実
施形態による少なくとも１枚の電子ペーパー２００は、タッチスクリーンパネル（ＴＳＰ
：ｔｏｕｃｈ　ｓｃｒｅｅｎ　ｐａｎｅｌ）を含むことは含むが、タッチ入力されたデー
タを処理するモジュールが、電子ペーパー制御装置２００にあるためである。従って、制
御部１７０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のユーザ入力機能を活性化させるこ
とにより、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００からユ
ーザ入力を受信することができる。
【００９８】
　本発明の一実施形態によれば、制御部１７０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００
のうち、最上位に置かれた電子ペーパーのユーザ入力機能を活性化することができる。本
発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペー
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パー２００の相対的位置を、センサまたは連結部１１０に含まれた端子を介して確認する
ことができる。
【００９９】
　一方、制御部１７０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のうち１枚を、マスター
電子ペーパーとして決定し、残りの電子ペーパーを、スレーブ電子ペーパーとして決定す
ることもできる。本発明の一実施形態によれば、制御部１７０は、少なくとも１枚の電子
ペーパー２００のうち、ユーザ入力機能を含む電子ペーパーを、マスター電子ペーパーと
して決定することができる。例えば、電子ペーパー制御装置１００は、タッチパネルが具
備された電子ペーパーを、マスター電子ペーパーとして決定することができる。
【０１００】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、制御部１７０は、少なくとも１枚の電子ペーパ
ー２００のうち、最外郭（例えば、最上または底）に位置した電子ペーパーを、マスター
電子ペーパーとして決定することもできる。例えば、制御部１７０は、最上位に位置した
電子ペーパーを、マスター電子ペーパーとして決定することができる。本発明の一実施形
態によれば、制御部１７０は、電子ペーパーに保存されたコンテンツまたは電子ペーパー
のＩＤに基づいて、マスター電子ペーパーを決定することもできる。
【０１０１】
　一方、本発明の一実施形態によれば、制御部１７０は、データの出力を制御することが
できる。本発明の一実施形態によれば、制御部１７０は、電子ペーパー制御装置１００の
出力部１４０を介して、データを出力することもでき、少なくとも１枚の電子ペーパー２
００を介して、データを出力することもできる。そのとき、制御部１７０は、マスター電
子ペーパーを介してデータが出力されるように、マスター電子ペーパーを制御することも
できる。
【０１０２】
　例えば、制御部１７０は、マスター電子ペーパーによって、コンテンツリスト、電子ペ
ーパー制御装置１００が支援する機能のリスト、及び外部デバイスリストのうち、少なく
とも一つがディスプレイされるように、マスター電子ペーパーの出力を制御することもで
きる。
【０１０３】
　本発明の一実施形態によるコンテンツリストは、電子ペーパー制御装置１００の保存部
１６０に保存されたコンテンツ、少なくとも１枚の電子ペーパー２００から受信されたコ
ンテンツ、及び外部デバイスから獲得されたコンテンツのうち、少なくとも一つを含んで
もよい。本発明の一実施形態によるコンテンツは、静止映像、動画、音楽、アプリケーシ
ョン及び文書のうち、少なくとも一つを含んでもよい。
【０１０４】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置１００が支援する機能は、コンテンツ
リスト表示、電子ペーパーのリスト表示、外部デバイスリスト表示、コンテンツ伝送、コ
ンテンツ編集（コピー、移動、削除、生成など）、筆記入力及び充電のうち、少なくとも
一つを含んでもよい。
【０１０５】
　制御部１７０は、マスター電子ペーパーの第１領域に、コンテンツリストが表示され、
マスター電子ペーパーの第２領域に、電子ペーパーリストが表示されるように、マスター
電子ペーパーの出力を制御することもできる。
【０１０６】
　また、制御部は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が、電子ペーパー制御装置１０
０から脱着される場合、脱着時のディスプレイ画面を維持するように、少なくとも１枚の
電子ペーパー２００の出力を制御することができる。また、少なくとも１枚の電子ペーパ
ー２００のディスプレイが、電気泳動ディスプレイである場合、少なくとも１枚の電子ペ
ーパー２００は、電子ペーパー制御装置１００から電気供給が中断されたり、あるいは別
途の制御なしも、脱着前の画面が維持されもする。
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【０１０７】
　以下では、図３を参照し、本発明の一実施形態による電子ペーパー２００－１について
詳細に説明する。
【０１０８】
　電子ペーパー２００－１は、紙の役割を行うことができる電子装置である。電子ペーパ
ー２００－１は、画素が光るように、バックライトを使用する伝統的な平板ディスプレイ
と異なり、一般的な紙のように反射光を使用することができる。従って、電子ペーパー２
００－１は、文字及び図面を、電気消耗なしにディスプレイすることができる。また、電
子ペーパー２００－１は、平板ディスプレイと異なり、折り畳んだり曲げたりすることが
できる。
【０１０９】
　図３は、本発明の一実施形態に係わる電子ペーパーについて説明するためのブロック構
成図である。
【０１１０】
　図３に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー２００－１
は、連結部２１０、表示部２２０を含んでもよい。
【０１１１】
　連結部２１０は、電子ペーパー制御装置１００と連結される部分を意味する。連結部２
１０は、多様な形態で存在することができる。例えば、連結部２１０は、ホール形態でも
あり、凸状構造でもあり、凹状構造でもある。
【０１１２】
　本発明の一実施形態による連結部２１０は、複数の連結端子を含んでもよい。例えば、
連結部２１０は、電子ペーパー制御装置１００と通信するための通信端子、データを出力
するための出力端子、データを入力されるための入力端子、電子ペーパー制御装置１００
から電源を供給されるための充電端子などを含んでもよい。
【０１１３】
　表示部２２０は、電子ペーパー制御装置１００の制御信号によって、入出力データを表
示することができる。例えば、表示部２２０は、電子ペーパー制御装置１００が支援する
機能のリストを表示することもできる。本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置
１００が支援する機能は、コンテンツリスト表示、電子ペーパーのリスト表示、コンテン
ツ伝送、コンテンツコピー、筆記入力及び充電のうち、少なくとも一つを含んでもよい。
【０１１４】
　また、表示部２２０は、電子ペーパー制御装置１００に連結された電子ペーパーのリス
トまたはコンテンツリストを表示することができる。本発明の一実施形態によるコンテン
ツリストは、電子ペーパー制御装置１００の保存部１６０に保存されたコンテンツ、少な
くとも１枚の電子ペーパー２００から受信されたコンテンツ、外部デバイスから獲得され
たコンテンツなどが含まれる。また、本発明の一実施形態によるコンテンツは、静止映像
、動画、音楽、アプリケーション及び文書のうち、少なくとも一つを含んでもよい。
【０１１５】
　一方、本発明の一実施形態によれば、表示部２２０は、電子ペーパー制御装置１００に
連結された少なくとも１枚の電子ペーパー２００の連結状態を示すＧＵＩを表示すること
もできる。例えば、表示部２２０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００の連結成功、
または通信中であるということを知らせるＧＵＩを提供することができ、少なくとも１枚
の電子ペーパー２００を表現するアイコン、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が連結
された位置を示すアイコンなどをディスプレイすることもできる。一方、表示部２２０は
、バッテリ残量を示すＧＵＩを表示することもできる。
【０１１６】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー２００－１が電子ペーパー制御装置１００
から脱着される場合、表示部２２０は、脱着時のディスプレイ画面を維持することができ
る。従って、ユーザは、簡便に会議資料や授業資料などを、少なくとも１枚の電子ペーパ
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ー２００に表示し、他のユーザに分けることができる。また、ユーザは、写真などのコン
テンツを印画せずとも確認することができる。
【０１１７】
　表示部２２０及びタッチパッドが相互レイヤ構造をなし、タッチスクリーンとして構成
される場合、表示部２２０は、出力装置以外に、入力装置としても使用される。本発明の
一実施形態による表示部２２０は、ＡＭＯＬＥＤ（ａｃｔｉｖｅ－ｍａｔｒｉｘ　ｏｒｇ
ａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）、ＬＣＤ、電気泳動ディスプレ
イ、三次元ディスプレイのうち、少なくとも一つを含んでもよい。電気泳動ディスプレイ
は、電流を流したとき、正極や負極に従って動く微細なナノ粒子を利用して、色、文字、
図面などを表示する技術を応用したディスプレイである。
【０１１８】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、電子ペーパー２００－１は、連結部２１０、表
示部２２０以外に、メモリ２３０、通信部２４０、ユーザ入力部２５０を含んでもよい。
しかし、図示された構成要素が、いずれも必須構成要素であるというものではない。図示
された構成要素より多くの構成要素によって、電子ペーパー２００－１が具現されもし、
それより少ない構成要素によっても、電子ペーパー２００－１が具現されもする。
【０１１９】
　メモリ２３０は、電子ペーパー制御装置１００によって入出力されるデータの臨時保存
のための機能を遂行することができる。例えば、メモリ２３０は、電子ペーパー制御装置
１００から受信されたコンテンツ（例えば、静止映像、動画、音楽、文書、アプリケーシ
ョンなど）を保存することができる。本発明の一実施形態によるメモリ２３０は、ＮＡＮ
Ｄフラッシュメモリでもある。
【０１２０】
　一方、本発明の一実施形態によれば、メモリ２３０は、電子ペーパー２００－１固有の
識別情報を保存する不揮発性メモリを含んでもよい。また、メモリ２３０は、電子ペーパ
ー２００－１固有の識別情報を臨時保存するシフトレジスタを含んでもよい。ここで、電
子ペーパー２００－１または電子ペーパー制御装置１００の制御によって、不揮発性メモ
リに保存された固有の識別情報がシフトレジスタにコピーされる。また、電子ペーパー制
御装置１００からシフト命令が受信されれば、シフトレジスタは、保存された識別情報を
順次に１ビット（または、所定サイズからなる情報の単位）ずつ移すことにより、電子ペ
ーパー制御装置１００に識別情報が伝達される。また、シフトレジスタは、電子ペーパー
制御装置１００から、臨時識別情報を順次に所定サイズずつ受信して保存することができ
る。電子ペーパー制御装置１００は、シフトレジスタに保存された臨時識別情報が維持さ
れるように制御することができる。詳細な内容は、図８から図１３Ａないし図１３Ｅを参
照してさらに説明する。
【０１２１】
　本発明の一実施形態によれば、メモリ２３０は、所定キーを保存することもできる。所
定キーは、電子ペーパー制御装置１００に所定データを要請するためのキーを意味する。
【０１２２】
　通信部２４０は、電子ペーパー制御装置１００とデータ通信を行うための少なくとも１
つのモジュールを含んでもよい。例えば、通信部２４０は、近距離通信モジュールを含ん
でもよい。近距離通信技術としては、ブルートゥース、ＵＷＢ、ジグビー、ＮＦＣ、ＷＦ
Ｄ、赤外線通信（ＩｒＤＡ）などが利用される。
【０１２３】
　本発明の一実施形態によれば、通信部２４０は、電子ペーパー制御装置１００と有線無
線通信が可能である。例えば、通信部２４０は、メモリ２３０に保存された電子ペーパー
２００－１の識別情報を、電子ペーパー制御装置１００に伝送することができる。そのと
き、本発明の一実施形態によれば、識別情報は、データストリームのヘッダに含まれて伝
送される。
【０１２４】
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　もしメモリ２３０に識別情報が既保存されていない場合、通信部２４０は、電子ペーパ
ー制御装置１００から臨時識別情報を受信することもできる。通信部２４０は、電子ペー
パー制御装置１００に所定キーを伝送し、電子ペーパー制御装置１００から所定キーに対
応する所定データを受信することもできる。
【０１２５】
　一方、通信部２４０は、電子ペーパー制御装置１００に、電子ペーパー２００－１のベ
ンディング動作についての情報を伝送することもできる。また、通信部２４０は、外部デ
バイス（例えば、プリンタなど）に、メモリに保存されたコンテンツを伝送することもで
きる。その場合、ユーザは、電子ペーパー２００－１にディスプレイされたコンテンツを
、プリンタを介して簡便に印刷することができる。
【０１２６】
　ユーザ入力部２５０は、ユーザによって入力されるデータを受信することができる。本
発明の一実施形態による電子ペーパー２００－１のユーザ入力部２５０は、入力機能が制
限的でもある。すなわち、本発明の一実施形態による少なくとも１枚の電子ペーパー２０
０は、タッチスクリーンパネル（ＴＳＰ：ｔｏｕｃｈ　ｓｃｒｅｅｎ　ｐａｎｅｌ）を含
むことは含むが、タッチ入力されたデータを処理するモジュールが、電子ペーパー制御装
置２００において、ユーザ入力機能が制限される。
【０１２７】
　本発明の一実施形態によるユーザ入力部２５０は、電子ペーパー制御装置１００で支援
される機能のうち、少なくとも一つに対するユーザの選択を受信することができる。また
、ユーザ入力部２５０は、コンテンツリストに含まれた少なくとも１つのコンテンツに対
するユーザの選択、電子ペーパーリストに含まれた少なくとも１枚の電子ペーパーに対す
るユーザの選択を受信することもできる。
【０１２８】
　本発明の一実施形態によれば、ユーザ入力部２５０は、タッチ入力を感知するためのセ
ンサを含んでもよい。タッチスクリーンのタッチを感知するためのセンサの一例として、
触覚センサがある。
【０１２９】
　触覚センサは、人が感じるほど、あるいはそれ以上に、特定物体の接触を感知するセン
サをいう。前記触覚センサは、接触面の粗度、接触物体の硬度、接触地点の温度などの多
様な情報を感知することができる。
【０１３０】
　また、タッチスクリーンのタッチを感知するためのセンサは、タッチドラッグを感知す
ることができる。「タッチドラッグ」とは、タッチが維持された状態で、タッチされた地
点が移動される場合をいう。すなわち、タッチが維持された状態でドラッグされる場合を
いう。タッチドラッグと区分するために、ディスプレイ画面の所定地点を、ポインタを介
してたたく行為を「タップタッチ」と呼ぶことができる。その場合、タッチを感知するセ
ンサ（例えば、触覚センサ）は、タッチドラッグのドラッグ方向、ドラッグ速度、ドラッ
グ長などを感知することができる。
【０１３１】
　タッチスクリーンのタッチを感知するためのセンサの一例として、近接センサがある。
近接センサは、所定の検出面にアクセスする物体、あるいは近傍に存在する物体の有無を
、電子系の力または赤外線を利用して、機械的接触なしに検出するセンサをいう。従って
、近接センサは、接触式センサよりは、その寿命がはるかに長く、その活用度も相当に高
い。
【０１３２】
　近接センサの例としては、透過型光電センサ、直接反射型光電センサ、ミラー反射型光
電センサ、高周波発振型近接センサ、静電容量型近接センサ、磁気型近接センサ、赤外線
近接センサなどがある。
【０１３３】
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　一方、本発明の一実施形態によるユーザ入力部２５０は、ベンディング動作を感知する
ためのベンディングセンサを含んでもよい。
【０１３４】
　「ベンディング動作」とは、ディスプレイ装置の変形（ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を意
味する。本発明の一実施形態によるベンディング動作は、多様である。ベンディングセン
サは、ベンディング位置（座標値）、ベンディング方向、ベンディング角度、ベンディン
グ強度、ベンディング速度、ベンディング回数及びベンディング動作発生時点についての
情報を獲得することができる。
【０１３５】
　例えば、ベンディングセンサは、ベンディングされる部分の圧力と異なる部分の圧力が
異なるという特徴を利用して、ベンディング位置、ベンディング方向を求めることができ
る。また、ベンディングセンサは、ベンディングされる部分の力の変化量に基づいて、ベ
ンディングされる角度、半径、回数、速度などを求めることもできる。一方、ベンディン
グセンサは、加速度センサを介して各部分が変形される速度を測定し、速度の変化が大き
い位置を連結し、ベンディング位置及びベンディング角度を求めることもできる。
【０１３６】
　また、電子ペーパー２００－１に図示されていないが、電子ペーパー２００－１を含ん
だ複数の電子ペーパーが載せられている場合、重ねられた順序（または、配置された順序
）を感知するためのセンサをさらに含んでもよい。例えば、電子ペーパー２００－１の上
部及び／または下部に、ＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）－ＩＤタグ及び／また
はＲＦ－ＩＤ送受信部を含んでもよい。電子ペーパー２００－１は、上部または下部に位
置した他の電子ペーパーのＲＦ－ＩＤタグを感知し、感知されたＲＦ－ＩＤタグの位置（
一例として、上部または下部）、感知されたＲＦ－ＩＤタグ情報、電子ペーパー２００－
１のタグ情報を電子ペーパー制御装置１００に伝送することができる。電子ペーパー制御
装置１００は、受信されたタグ情報を利用して、複数の電子ペーパーの枚数、複数の電子
ペーパーそれぞれの識別情報、複数の電子ペーパーの配置順序、各電子ペーパーの性能及
び仕様などに係わるプロファイル情報などを獲得することができる。
【０１３７】
　以下では、図４ないし図７を参照して、電子ペーパー制御装置１００と、少なくとも１
枚の電子ペーパー２００とが連結される構造について詳細に説明する。
【０１３８】
　図４は、本発明の一実施形態に係わる環状の連結部を示す図面である。
【０１３９】
　図４（ａ）に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御
装置１００の連結部１１０は、内周面に複数の溝が形成された環状でもあり、少なくとも
１枚の電子ペーパー２００は、ホールが形成されてもいる。従って、電子ペーパー制御装
置１００の環状の連結部１１０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に形成されたホ
ールを貫通し、少なくとも１枚の電子ペーパー２００を複数の溝のうち、少なくとも一つ
に固定される。
【０１４０】
　一方、図４（ｂ）に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、少なくとも
１枚の電子ペーパー２００のホールには、複数の溝が存在することができる。複数の溝そ
れぞれは、電子ペーパー制御装置１００と通信するための通信端子２１１、電子ペーパー
制御装置１００から電源を供給されるための充電端子２１２などを含んでもよい。
【０１４１】
　また、図４（ｃ）に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、連結部１１
０の複数の溝それぞれは、電子ペーパー制御装置１００の端子と内部的に連結されている
。
【０１４２】
　図５は、本発明の一実施形態に係わるスロット状の連結部を示す図面である。
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【０１４３】
　図５（ａ）に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御
装置１００の連結部１１０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００がそれぞれ挿入され
るスロット構造でもある。電子ペーパー制御装置１００の連結部１１０に含まれたそれぞ
れのスロットは電源、通信、データ入出力などのための端子が具備される。
【０１４４】
　一方、図５（ｂ）に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、少なくとも
１枚の電子ペーパー２００の連結部２１０は、電子ペーパー制御装置１００のスロット形
態に当たる連結端子が具備される。少なくとも１枚の電子ペーパー２００の連結端子は、
電子ペーパー制御装置１００と通信するための通信端子２１１、電子ペーパー制御装置１
００から電源を供給されるための充電端子２１２、データを出力するための出力端子２１
３、データを入力されるための入力端子などを含んでもよい。
【０１４５】
　図５（ｃ）に図示されているように、複数の電子ペーパー２００－１，２００－２，２
００－３それぞれは、電子ペーパー制御装置１００のスロットにそれぞれ挿入される。
【０１４６】
　図６は、本発明の一実施形態に係わるピン状の連結部を示す図面である。
【０１４７】
　図６（ａ）に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御
装置１００の連結部１１０は、ピン構造でもある。すなわち、電子ペーパー制御装置１０
０の一側面に、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のホールを貫通するピン状の連結部
１１０が具備される。一方、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００
の一側面には、通信、充電、データ入出力などのためのピンが複数個具備される。
【０１４８】
　図６（ｂ）に図示されているように、少なくとも１枚の電子ペーパー２００は、ホール
を含んでもよい。そのとき、電子ペーパー制御装置１００が複数のピンを具備した場合、
少なくとも１枚の電子ペーパー２００は、複数のピンの数に対応する複数のホールを含ん
でもよい。複数のホールには、それぞれ電子ペーパー制御装置１００と通信するための通
信端子２１１、電子ペーパー制御装置１００から電源を供給されるための充電端子２１２
、データを出力するための出力端子２１３、データを入力されるための入力端子などが具
備される。一方、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のホールの内側には、溝が存在す
ることができる。
【０１４９】
　本発明の一実施形態によれば、図６（ｃ）に図示されているように、電子ペーパー制御
装置１００に具備されたピン状の連結部１１０には、複数の突出部６１０が存在すること
ができる。複数の突出部６１０は、ピン状の連結部１１０が、少なくとも１枚の電子ペー
パー２００のホールに挿入される過程中では、内側に入り、挿入が完了する場合、外側に
飛び出し、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のホールの内側に存在する溝に締結され
る。
【０１５０】
　図７は、本発明の一実施形態に係わるクリップ状の連結部を示す図面である。
【０１５１】
　図７に図示されているように、本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置１００
の連結部１１０は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００を束ねることができるクリップ
（つまみ）形態でもある。すなわち、電子ペーパー制御装置１００の連結部１１０は、複
数の溝７１１が形成された第１面、及び第１面の一側と連結され、第１面に形成された複
数の溝７１１に対応する複数の突出部７１２が形成された第２面を含んでもよい。本発明
の一実施形態によれば、複数の溝７１１は、複数の突出部７１２に対応しないこともある
。
【０１５２】
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　また、本発明の一実施形態による少なくとも１枚の電子ペーパー２００は、第１面に、
複数の突出部が形成され、第２面に、複数の突出部に対応する複数の溝が形成される。
【０１５３】
　本発明の一実施形態によれば、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のうち、第１方向
の最外郭に位置した第１電子ペーパー２００－１の突出部が、電子ペーパー制御装置１０
０の連結部１１０の第１面の複数の溝７１１に挿入され、少なくとも１枚の電子ペーパー
２００のうち、第２方向の最外郭に位置した第Ｎ電子ペーパー２００－Ｎの溝が、電子ペ
ーパー制御装置１００の連結部１１０の第２面の突出部７１２と締結される。また、第１
電子ペーパー２００－１と、第Ｎ電子ペーパー２００－Ｎとの間に存在する電子ペーパー
の場合、それぞれ近くに位置した電子ペーパーと連結される。
【０１５４】
　例えば、電子ペーパー制御装置１００に、電子ペーパーＸ、電子ペーパーＹが連結され
る場合を仮定すれば、電子ペーパー制御装置１００の複数の溝７１１に、電子ペーパーＸ
の複数の突出部が挿入され、電子ペーパーＸの複数の溝に、電子ペーパーＹの複数の溝が
連結され、電子ペーパーＹの複数の溝に、電子ペーパー制御装置１００の複数の突出部７
１２が順次に連結される。
【０１５５】
　図８は、本発明の一実施形態に係わる電子ペーパー制御方法について説明するためのフ
ローチャートである。
【０１５６】
　図８を参照すれば、本発明の一実施形態による電子ペーパー制御方法は、図１に図示さ
れた電子ペーパー制御装置１００で処理される段階によって構成される。
【０１５７】
　電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の電子ペー
パー２００を感知することができる［Ｓ８１０］。その場合、電子ペーパー制御装置１０
０は、感知された少なくとも１枚の電子ペーパー２００から、識別情報を受信することが
できる［Ｓ８２０］。
【０１５８】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、受信された識別情報を
基に、少なくとも１枚の電子ペーパー２００とデータ通信を行うことができる［Ｓ８３０
］。例えば、電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚
の電子ペーパー２００のリスト、少なくとも１枚の電子ペーパー２００から受信されたコ
ンテンツのリスト、及び電子ペーパー制御装置１００が支援する機能のリストのうち少な
くとも一つを、所定識別情報を有する電子ペーパーに伝送することができる。
【０１５９】
　また、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚
の電子ペーパー２００を制御するための制御命令を、少なくとも１枚の電子ペーパー２０
０に伝送することもできる。すなわち、電子ペーパー制御装置１００は、所定コンテンツ
を表示させる制御命令を、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に伝送することができる
。
【０１６０】
　一方、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚
の電子ペーパー２００の識別情報を基に、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に、電源
を供給することができる。
【０１６１】
　そのとき、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１
０に連結された電子ペーパーに一括的に電源を供給することもでき、バッテリ残量が所定
未満である電子ペーパーにだけ電源を供給することもできる。
【０１６２】
　図９は、本発明の一実施形態に係わる少なくとも１枚の電子ペーパーから、識別情報を
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受信する方法について説明するためのフローチャートである。
【０１６３】
　図９に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１
００は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の電子ペーパー２００を感知すること
ができる［Ｓ９１０］。そのとき、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置
１００は、連結部１１０に連結された電子ペーパーの枚数及び連結位置を感知することも
できる。
【０１６４】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子
ペーパー１００の連結状態に対応するアラーム信号を出力することもできる［Ｓ９２０］
。連結状態とは、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が、連結部１１０に連結された状
態、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が連結部１１０から脱着された状態、電子ペー
パー制御装置１００が、少なくとも１枚の電子ペーパー２００とデータ通信中である状態
などを意味する。
【０１６５】
　例えば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー１００の連結
が感知されれば、オーディオ信号、ビデオ信号（ＧＵＩ）、振動信号などを出力し、電子
ペーパーが連結部１１０に連結されたということをユーザに知らせる。
【０１６６】
　本発明の一実施形態によれば、全ての電子ペーパー２００は、電子ペーパー制御装置２
００と直接連結されたか否かということが判断される［Ｓ９２５］。本発明の一実施形態
によれば、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が、電子ペーパー制御装置１００の連結
端子に直接連結されない場合（または、複数の電子ペーパーそれぞれが、電子ペーパー制
御装置１００の少なくとも１つの連結端子または連結ピンに連結されない場合）、電子ペ
ーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のシフトレジスタにシフ
ト命令を伝送することができる［Ｓ９３０］。ここで、直接連結とは、電子ペーパーと電
子ペーパー制御装置１００とが十分に近接していたり、あるいは直接当接したりし、電子
ペーパーと電子ペーパー制御装置１００との連結ラインが短絡されていない状態を意味す
る。
【０１６７】
　また、図９で、全ての電子ペーパーが連結端子に直接連結されたか否かということは、
電子ペーパー制御装置１００によって判断される。説明の便宜上、フローチャート上に分
岐させて表記している。
【０１６８】
　例えば、連結部１１０が、図７に図示されているように、クリップ状である場合、最外
郭に位置した電子ペーパー間に位置した電子ペーパーは、電子ペーパー制御装置１００に
直接連結されもしない。そのとき、間に位置した電子ペーパーは、電子ペーパー制御装置
１００と直接連結されないが、他の電子ペーパーまたは最外郭に位置した電子ペーパーを
介して連結される。
【０１６９】
　その場合、電子ペーパー制御装置１００は、順次に連結部１１０に連結された電子ペー
パーの識別情報をシフトレジスタを介して受信する［Ｓ９４０］。すなわち、本発明の一
実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー２０
０に対して、不揮発性メモリに保存された固有の識別情報がシフトレジスタにコピーされ
るように制御することができる。電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子
ペーパー２００に、シフトレジスタにコピーされた識別情報に対するシフト命令を伝送す
ることができる。電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００
からシフト命令によって、少なくとも１枚の電子ペーパー２００のうち、第２方向の最外
郭に位置した第２電子ペーパーのシフトレジスタから、少なくとも１枚の電子ペーパー２
００のうち、第１方向の最外郭に位置した第１電子ペーパーのシフトレジスタまで順次に
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識別情報を受信することができる。
【０１７０】
　電子ペーパー制御装置１００は、シフトレジスタを介して受信された識別情報に基づい
て、連結部１１０に連結された電子ペーパーの連結順序を判断することができる［Ｓ９５
０］。それについては、図１０Ａないし図１０Ｅを参照し、追ってさらに詳細に説明する
。
【０１７１】
　一方、本発明の一実施形態によれば、複数の電子ペーパーが、連結部１１０に含まれた
複数の端子にそれぞれ連結された場合、電子ペーパー制御装置１００は、複数の電子ペー
パーから、固有識別情報を受信することができる［Ｓ９６０］。
【０１７２】
　例えば、連結部１１０が、内周面に複数の溝が形成された環状であるか（図４参照）、
少なくとも１枚の電子ペーパー２００がそれぞれ挿入されるスロット構造であるか（図５
参照）、あるいは少なくとも１枚の電子ペーパー２００のホールを貫通するピン構造（図
６参照）である場合、電子ペーパー制御装置１００は、複数の電子ペーパーから、固有識
別情報を受信することができる。そのとき、電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１
０に含まれた複数の端子の位置と固有識別情報とをマッピングし、電子ペーパーの連結順
序を判断することができる［Ｓ９７０］。
【０１７３】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子
ペーパー２００の識別情報を基に、少なくとも１枚の電子ペーパー２００とデータ通信を
行うことができる［Ｓ９８０］。図１０Ａないし図１０Ｅは、本発明の一実施形態に係わ
る少なくとも１枚の電子ペーパーの連結順序を判断する方法について説明するための図面
である。
【０１７４】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子
ペーパー２００のシフトレジスタを介して、電子ペーパーの識別情報を受信することがで
きる。
【０１７５】
　図１０Ａに図示されているように、第１電子ペーパー（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｅ－ｐａｐ
ｅｒ　１）２００－１、第２電子ペーパー（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｅ－ｐａｐｅｒ　２）２
００－２、第３電子ペーパー（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｅ－ｐａｐｅｒ　３）２００－３は、
電子ペーパー制御装置１００に順次に連結されており、第１電子ペーパー２００－１、第
２電子ペーパー２００－２、第３電子ペーパー２００－３は、それぞれ識別情報が保存さ
れたシフトレジスタを含んでいる。ここで、第１電子ペーパー２００－１、第２電子ペー
パー２００－２、第３電子ペーパー２００－３それぞれのシフトレジスタに保存された識
別情報は、電子ペーパー制御装置１００の制御によって、第１電子ペーパー２００－１、
第２電子ペーパー２００－２、第３電子ペーパー２００－３それぞれの不揮発性メモリに
維持されている固有識別情報からコピーされたものでもある。
【０１７６】
　第１電子ペーパー２００－１の識別情報は、「１０１０」、第２電子ペーパー２００－
２の識別情報は、「１１１１」、第３電子ペーパー２００－３の識別情報は、「０１０１
」でもある。
【０１７７】
　電子ペーパー制御装置１００は、第１電子ペーパー２００－１のシフトレジスタに、シ
フト命令を伝送することができる。その場合、第１電子ペーパー２００－１のシフトレジ
スタに保存された識別情報は、１ビットずつ（または、あらかじめ設定された大きさの情
報単位ずつ）移動し、それによって、第２電子ペーパー２００－２及び第３電子ペーパー
２００－３の識別情報も１ビットずつ移動する。
【０１７８】
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　このとき、所定周期で移動された識別情報は、電子ペーパー制御装置１００で受信する
。すなわち、電子ペーパー制御装置１００は、第３電子ペーパー２００－３から、「１１
００　１１１１　０１０１　００００」という値を受信する。「００００」は、電子ペー
パー制御装置１００で、任意にシフト命令を伝送する場合に伝送される値（または、シー
ケンス）であり、電子ペーパーの固有識別情報と区分される値であり、電子ペーパー制御
装置１００で任意に使用される。「００００」がいずれも受信されれば、電子ペーパー制
御装置１００は、連結部１１０に連結された全ての電子ペーパーの識別情報を受信して確
認することがある。従って、電子ペーパー制御装置１００は、「００００」を除き、順次
に受信された識別情報から、後から「１０１０」、「１１１１」、「００１１」という、
第１電子ペーパー２００－１、第２電子ペーパー２００－２、第３電子ペーパー２００－
３の識別情報を抽出して識別することができる。また、具現によって、第１電子ペーパー
２００－１、第２電子ペーパー２００－２、第３電子ペーパー２００－３それぞれの識別
情報のビットが、シフトレジスタに反対順序で保存されもし、図示されているところと異
なり、シフト命令によって受信される識別情報の流れが反対に受信されるように設計され
もするということは言うまでもない。
【０１７９】
　図１１は、本発明のさらに他の実施形態に係わる電子ペーパー制御方法について説明す
るためのフローチャートである。
【０１８０】
　図１１を参照すれば、本発明の一実施形態による電子ペーパー制御方法は、図１に図示
された電子ペーパー制御装置１００で処理される段階によって構成される。
【０１８１】
　電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の電子ペー
パー２００を感知することができる［Ｓ１１１０］。もし連結部１１０に連結された少な
くとも１枚の電子ペーパー２００に、固有識別情報が付与されていないか、あるいは電子
ペーパー制御装置１００が固有識別情報を受信することができない場合、電子ペーパー制
御装置１００は、感知された少なくとも１枚の電子ペーパー２００に、臨時識別情報を伝
送することができる［Ｓ１１２０］。
【０１８２】
　本発明の一実施形態による臨時識別情報は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が、
電子ペーパー制御装置１００に連結されている間に使用される臨時の識別情報を意味する
。従って、本発明の一実施形態による臨時識別情報は、少なくとも１枚の電子ペーパー２
００が、電子ペーパー制御装置１００に装着されるたびに新たに付与され、少なくとも１
枚の電子ペーパー２００が、電子ペーパー制御装置１００から脱着される場合に消滅する
。
【０１８３】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、伝送された臨時識別情
報を基に、少なくとも１枚の電子ペーパー２００とデータ通信を行うことができる［Ｓ１
１３０］。すなわち、電子ペーパー制御装置１００は、伝送された臨時識別情報を利用し
て、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の電子ペーパー２００の連結順序を判断す
る。
【０１８４】
　一方、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、臨時識別情報を
基に、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に、電源を供給することもできる。そのとき
、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０に連結さ
れた電子ペーパーに、一括的に電源を供給することもでき、バッテリ残量が所定未満であ
る電子ペーパーにだけ電源を供給することもできる。
【０１８５】
　図１２は、本発明の一実施形態に係わる、臨時識別情報を利用して、電子ペーパーの連
結順序を判断する方法について説明するためのフローチャートである。
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【０１８６】
　図１２に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置
１００は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の電子ペーパー２００を感知するこ
とができる［Ｓ１２１０］。そのとき、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御
装置１００は、連結部１１０に連結された電子ペーパーの枚数及び連結位置を感知するこ
ともできる。
【０１８７】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子
ペーパー１００の連結状態に対応するアラーム信号を出力することもできる［Ｓ１２２０
］。連結状態とは、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が、連結部１１０に連結された
状態、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が、連結部１１０から脱着された状態、電子
ペーパー制御装置１００が少なくとも１枚の電子ペーパー２００とデータ通信中である状
態などを意味する。
【０１８８】
　例えば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー１００の連結
が感知されれば、オーディオ信号、ビデオ信号（ＧＵＩ）、振動信号などを出力し、電子
ペーパーが連結部１１０に連結されたということをユーザに知らせてくれることができる
。
【０１８９】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、臨時識別情報を生成す
ることができる［Ｓ１２３０］。例えば、電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０
に連結された電子ペーパーの枚数ほど臨時識別情報を生成することができる。
【０１９０】
　電子ペーパー制御装置１００は、生成された臨時識別情報を、少なくとも１枚の電子ペ
ーパー２００に伝送する［Ｓ１２４０］。本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制
御装置１００は、最上に位置した第１電子ペーパーから底に位置した第２電子ペーパーま
で、順次に臨時識別情報を伝送することができる。
【０１９１】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、臨時識別情報を利用し
て、電子ペーパーの連結順序を判断することができる。すなわち、電子ペーパー制御装置
１００は、伝送された臨時識別情報と電子ペーパーの位置とをマッピングし、電子ペーパ
ーの連結順序を判断することができる。
【０１９２】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、臨時識別情報、及び少
なくとも１枚の電子ペーパー２００の連結順序についての情報を保存することができる［
Ｓ１２６０］。その後、電子ペーパー制御装置１００は、臨時識別情報、及び少なくとも
１枚の電子ペーパー２００の連結順序を利用して、少なくとも１枚の電子ペーパー２００
とデータ通信を行うことができる。図１３Ａないし図１３Ｅを参照して、さらに詳細に説
明する。
【０１９３】
　図１３Ａないし図１３Ｅは、本発明の一実施形態に係わる、臨時識別情報を電子ペーパ
ーに提供する方法について説明するための図面である。
【０１９４】
　図１３Ａに図示されているように、電子ペーパー制御装置１００は、臨時識別情報を伝
送する前に、所定シーケンスをまず伝送することができる。所定シーケンスは、臨時識別
情報が連結部１１０に連結された電子ペーパーにいずれも割り当てられているか否かとい
うことを判断するための値である。そのとき、所定シーケンスは、電子ペーパーに付与さ
れる臨時識別子と区分される特徴を有することができる。例えば、所定シーケンスを「０
００１」と仮定する。「０００１」は、電子ペーパー制御装置１００がシフト命令を伝送
するときに伝送される値（または、シーケンス）でもあり、第１電子ペーパー（ｆｌｅｘ
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ｉｂｌｅ　Ｅ－ｐａｐｅｒ　１）２００－１、第２電子ペーパー２００－２（ｆｌｅｘｉ
ｂｌｅ　Ｅ－ｐａｐｅｒ　２）、第３電子ペーパー２００－３（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｅ－
ｐａｐｅｒ　３）の固有識別情報と区分される値でもある。
【０１９５】
　一方、電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０に連結された電子ペーパーの枚数
を知ることができないので、前記所定シーケンス「０００１」が受信されるまで、「００
１１」、「０１０１」、「１１１１」、「・・・」のように、臨時識別情報を生成するこ
とができる。また、具現によって、電子ペーパー制御装置１００は、臨時識別情報を必要
なたびに生成せず、同時に連結することができる電子ペーパーの最大枚数ほど臨時識別子
を保存部１６０に保存している。そのとき、電子ペーパー制御装置１００は、保存された
識別子を順次に読み取り、電子ペーパーに臨時識別子を付与するのに使用することができ
る。
【０１９６】
　図１３Ｂに図示されているように、電子ペーパー制御装置２００は、第１電子ペーパー
２００－１に所定シーケンス「０００１」をまず伝送し、その後、図１３Ｃ、図１３Ｄ、
図１３Ｅに図示されているように、臨時識別情報「００１１」、「０１０１」、「１１１
１」を順次に第１電子ペーパー２００－１に伝送する。
【０１９７】
　その場合、図１３Ｅに図示されているように、所定シーケンス「０００１」を電子ペー
パー制御装置１００で再び受信すれば、電子ペーパー制御装置１００は、それぞれの電子
ペーパーに臨時識別情報が割り当て完了したことを感知することができる。すなわち、所
定シーケンス「０００１」が感知されれば、電子ペーパー制御装置１００は、所定シーケ
ンス「０００１」が全ての電子ペーパーを介して伝達されたということを判断することが
できる。それによって、電子ペーパー制御装置１００は、伝送された臨時識別情報の枚数
を判断することができ、電子ペーパーの配置順序によってマッピングされた臨時識別情報
を識別することができる。また、臨時識別情報の割り当てが完了する場合、電子ペーパー
制御装置１００は、それぞれの電子ペーパーに臨時識別情報を保存して維持するように、
臨時識別情報保存命令を伝送することができる。
【０１９８】
　その場合、第１電子ペーパー２００－１は、シフトレジスタに「１１１１」を保存し、
第２電子ペーパー２００－２は、シフトレジスタに「０１０１」を保存し、第３電子ペー
パー２００－３は、シフトレジスタに「００１１」を保存することができる。
【０１９９】
　図１４は、本発明の一実施形態に係わる、電子ペーパーでコンテンツを伝送する方法に
ついて説明するためのフローチャートである。
【０２００】
　図１４に図示されているように、電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０に連結
された少なくとも１枚の電子ペーパーを感知することができる［Ｓ１４１０］。そのとき
、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０に連結さ
れた電子ペーパーの枚数及び連結位置を感知することもできる。電子ペーパー制御装置１
００が電子ペーパーの連結順序を判断する方法については、すでに説明したので省略する
。
【０２０１】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子
ペーパー１００の連結状態に対応するアラーム信号を出力することもできる［Ｓ１４２０
］。連結状態とは、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が連結部１１０に連結された状
態、少なくとも１枚の電子ペーパー２００が連結部１１０から脱着された状態、電子ペー
パー制御装置１００が少なくとも１枚の電子ペーパー２００とデータ通信中である状態な
どを意味する。
【０２０２】
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　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、コンテンツリスト及び
電子ペーパーリストのうち少なくとも一つをディスプレイすることができる［Ｓ１４３０
］。本発明の一実施形態によるコンテンツリストは、電子ペーパー制御装置１００の保存
部１６０に保存されたコンテンツ、少なくとも１枚の電子ペーパー２００から受信された
コンテンツ、及び外部デバイス３００から獲得されたコンテンツのうち少なくとも一つを
含んでもよい。本発明の一実施形態による電子ペーパーリストは、連結部１１０に連結さ
れた電子ペーパーのリストを意味する。本発明の一実施形態によれば、電子ペーパーリス
トは、連結部１１０に連結された電子ペーパーのＩＤ及び／または順序を含む。
【０２０３】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、電子ペーパー制御装置
１００の出力部１４０を介して、コンテンツリストまたは電子ペーパーリストをディスプ
レイすることもでき、少なくとも１枚の電子ペーパー２００を介して、コンテンツリスト
または電子ペーパーリストを表示することもできる。図１５及び図１６を参照する。図１
５は、本発明の一実施形態に係わる電子ペーパー制御装置１００の表示部について説明す
るための図面である。
【０２０４】
　図１５に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置
１００は、入出力データを表示するための表示部１４１を含んでもよい。従って、電子ペ
ーパー制御装置１００は、コンテンツリストまたは電子ペーパーリストを表示部１４１に
ディスプレイすることができる。
【０２０５】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、表示部１４１の第１領
域に、コンテンツリストを表示し、表示部１４１の第２領域に、電子ペーパーリストを表
示することができる。例えば、図１５に図示されているように、電子ペーパー制御装置１
００は、表示部１４１の左側領域に、コンテンツリストを表示し、右側領域に、電子ペー
パーリストを表示することができる。
【０２０６】
　図１６は、本発明の一実施形態に係わる、少なくとも１枚の電子ペーパーの出力を制御
する方法について説明するための図面である。
【０２０７】
　図１６に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置
１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー１００の出力を制御することができる。特に、
本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、マスター電子ペーパーを
決定し、マスター電子ペーパーの出力を制御することができる。本発明の一実施形態によ
れば、電子ペーパー制御装置１００は、最外郭に位置した電子ペーパーを、マスター電子
ペーパーとして決定することができる。例えば、電子ペーパー制御装置１００は、最上位
に位置した第１電子ペーパー２００－１を、マスター電子ペーパーとして決定することが
できる。
【０２０８】
　本発明の他の実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、ユーザ入力機能が含
まれた電子ペーパーを、マスター電子ペーパーとして決定することもできる。例えば、第
１電子ペーパー２００－１は、ユーザ入力機能が含まれており、第２電子ペーパー２００
－２、第３電子ペーパー２００－３及び第４電子ペーパー２００－４は、ユーザ入力機能
が含まれていない場合、電子ペーパー制御装置１００は、ユーザ入力機能が含まれた第１
電子ペーパー２００－１を、マスター電子ペーパーとして決定することができる。
【０２０９】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、マスター電子ペーパー
によって、コンテンツリスト、電子ペーパーリスト、電子ペーパー制御装置１００が支援
する機能リストがディスプレイされるように、マスター電子ペーパーの出力を制御するこ
とができる。
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【０２１０】
　例えば、図１６に図示されているように、電子ペーパー制御装置１００は、第１電子ペ
ーパー２００－１の第１領域に、コンテンツリストをディスプレイし、第２領域に、電子
ペーパーリストをディスプレイすることができる。
【０２１１】
　再び図１４に戻れば、電子ペーパー制御装置１００は、コンテンツまたは電子ペーパー
に対する選択を受信することができる［Ｓ１４４０］。本発明の一実施形態によれば、ユ
ーザは、タッチ入力、音声入力、モーション入力、ベンディング入力のうち少なくとも一
つによって、コンテンツまたは電子ペーパーを選択することができる。例えば、ユーザは
、表示部１４１の所定領域をタッチまたはタップしたり、あるいはベンディングしたりす
ることにより、コンテンツを選択することができる。また、ユーザは、既設定の音声また
は既設定のモーションを入力することにより、コンテンツを伝送する電子ペーパーを選択
することができる。
【０２１２】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、コンテンツを、少なく
とも１枚の電子ペーパー２００に伝送することができる［Ｓ１４５０］。すなわち、電子
ペーパー制御装置１００は、連結部１１０に連結された電子ペーパーに、ユーザによって
選択されたコンテンツを伝送することができる。また、電子ペーパー制御装置１００は、
保存部１６０に保存されたコンテンツを、ユーザによって選択された電子ペーパーに伝送
することもできる。
【０２１３】
　例えば、図１５に図示されているように、表示部１４１がタッチスクリーンパネルであ
る場合、ユーザは、「コンテンツ（ｃｏｎｔｅｎｔ）１」をタッチ・アンド・ドラッグし
、ＰＡＧＥ　１にドロップすることができる。その場合、電子ペーパー制御装置１００は
、「コンテンツ１」を第１電子ペーパー２００－１に伝送し、第１電子ペーパー２００－
１が「コンテンツ１」をディスプレイするように、第１電子ペーパー２００－１の出力を
制御することができる。
【０２１４】
　また、ユーザが、表示部１４１で「コンテンツ３」をタップし、少なくとも１枚の電子
ペーパー２００－１，２００－２，２００－３の所定領域をベンディングする場合、電子
ペーパー制御装置１００は、「コンテンツ３」を、第１電子ペーパー２００－１、第２電
子ペーパー２００－２、第３電子ペーパー２００－３に伝送することができる。
【０２１５】
　一方、図１６に図示されているように、電子ペーパー制御装置１００は、第１電子ペー
パー２００－１の第１領域に、コンテンツリストが表示され、第１電子ペーパー２００－
１の第２領域に、電子ペーパーリストが表示されるように、第１電子ペーパー２００－１
の出力を制御することができる。
【０２１６】
　そのとき、ユーザは、第１領域のコンテンツリストにおいて、少なくとも１つのコンテ
ンツを選択し、第２領域の電子ペーパーリストのうち、少なくとも１枚の電子ペーパーを
選択することができる。本発明の一実施形態によれば、ユーザは、タッチ入力及びベンデ
ィング入力のうち少なくとも一つを介して、コンテンツまたは電子ペーパーを選択するこ
とができる。
【０２１７】
　例えば、ユーザが「コンテンツ３」を選択し、第３電子ペーパー２００－３に出力する
場合、ユーザは、「コンテンツ３」が表示された位置をタッチ・アンド・ドラッグして、
「ＰＡＧＥ　３」が表示された位置にドロップすることができる。また、ユーザは、「コ
ンテンツ３」が表示された位置、及び「ＰＡＧＥ　３」が表示された位置をベンディング
することもできる。一方、ユーザは、「コンテンツ３」が表示された位置を「タップ」し
、「ＰＡＧＥ　３」が表示された位置をベンディングすることもできる。本発明の一実施
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形態によれば、ユーザは、「コンテンツ３」が表示された位置を「タップ」し、「ＰＡＧ
Ｅ　３」に対応する電子ペーパーをベンディングすることもできる。本発明の一実施形態
によれば、電子ペーパー制御装置１００の通信部１２０は、ユーザタッチ入力に基づいて
、電子ペーパー制御装置２００の第１領域のコンテンツリストに含まれた少なくとも１つ
のコンテンツを、第２領域の電子ペーパーリストに含まれた少なくとも１枚の電子ペーパ
ーに伝送することができる。
【０２１８】
　また、本発明の他の実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００の通信部１２０は
、マスター電子ペーパーから、マスター電子ペーパーのベンディング動作についての情報
を受信し、受信されたベンディング動作についての情報に基づいて、第１領域のベンディ
ングされた位置に対応するコンテンツを、第２領域のベンディングされた位置に対応する
電子ペーパーに伝送することができる。
【０２１９】
　図１７は、本発明の一実施形態に係わる、ユーザによってコンテンツが選択される画面
を示す図面である。
【０２２０】
　図１７（ａ）に図示されているように、ユーザは、タッチ・アンド・ドラッグ・ジェス
チャを介して、共有するコンテンツと、送信する電子ペーパーとを線で連結することがで
きる。その場合、図１７（ｂ）に図示されているように、電子ペーパー制御装置１００は
、ＧＵＩを介して、コンテンツと電子ペーパーとの連結線を、マスター電子ペーパーに出
力する。
【０２２１】
　そのとき、図１７（ｃ）に図示されているように、ユーザが連結部１１０に連結された
電子ペーパーを、既設定のベンディング動作によってベンディングする場合、電子ペーパ
ー制御装置１００は、連結線に沿って、コンテンツを少なくとも１枚の電子ペーパー２０
０に伝送する。
【０２２２】
　例えば、図１７（ｄ）に図示されているように、電子ペーパー制御装置１００は、「コ
ンテンツ１」を、第２電子ペーパー２００－２、第３電子ペーパー２００－３、第５電子
ペーパー２００－５に伝送し、「コンテンツ２」を、第１電子ペーパー２００－１、第３
電子ペーパー２００－３に伝送することができる。
【０２２３】
　図１８は、本発明の一実施形態に係わる、スレーブ電子ペーパーに表示されたコンテン
ツを、マスター電子ペーパーに表示する画面を示す図面である。最上位に位置した第１電
子ペーパー２００－１を、マスター電子ペーパーであると仮定する。
【０２２４】
　図１８（ａ）に図示されているように、電子ペーパー制御装置１００は、マスター電子
ペーパー２００－１の出力を制御し、連結部１１０に連結された電子ペーパーのリストを
ディスプレイすることができる。例えば、連結部１１０に、第１電子ペーパー２００－１
、第２電子ペーパー２００－２、第３電子ペーパー２００－３、第４電子ペーパー２００
－４、第５電子ペーパー２００－５が連結されている場合、マスター電子ペーパー２００
－１には、第１電子ペーパー２００－１ないし第５電子ペーパー２００－５の識別値（例
えば、ＰＡＧＥ　１～ＰＡＧＥ　５）が表示される。
【０２２５】
　ユーザが「ＰＡＧＥ　５」を所定時間以上タップする場合、電子ペーパー制御装置１０
０は、第５電子ペーパー２００－５に表示されたコンテンツを、マスター電子ペーパー２
００－１に出力することができる。すなわち、ユーザは、マスター電子ペーパー２００－
１を介して、画面が見えないスレーブ電子ペーパーの画面を容易に見ることができる。
【０２２６】
　ユーザは、第５電子ペーパー２００－５に表示されたコンテンツを編集することもでき
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る。例えば、ユーザは、マスター電子ペーパー２００－１を利用して、第５電子ペーパー
２００－５に表示されたコンテンツを代替したり、削除したり、あるいは修正したりする
ことができる。
【０２２７】
　図１９は、本発明の一実施形態に係わる、電子ペーパー制御装置が外部デバイスとデー
タ通信を行う方法について説明するためのフローチャートである。
【０２２８】
　図１９に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置
１００は、連結部１１０に連結された少なくとも１枚の電子ペーパー及び外部デバイスの
連結を感知することができる［Ｓ１９１０］。そのとき、本発明の一実施形態によれば、
電子ペーパー制御装置１００は、連結部１１０に連結された電子ペーパーまたは外部デバ
イスの個数及び連結位置を感知することもできる。電子ペーパー制御装置１００が、電子
ペーパーの連結順序を判断する方法については、説明済みであるので省略する。
【０２２９】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子
ペーパー２００または外部デバイス３００の連結状態に対応するアラーム信号を出力する
ことができる［Ｓ１９２０］。
【０２３０】
　例えば、表示部１４１は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００または外部デバイス３
００の連結成功、または通信中であるということを知らせるＧＵＩを提供することができ
、少なくとも１枚の電子ペーパー２００または外部デバイス３００を表現するアイコン、
少なくとも１枚の電子ペーパー２００または外部デバイス３００が連結された位置を示す
アイコンなどをディスプレイすることもできる。
【０２３１】
　また、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００を介して
、少なくとも１枚の電子ペーパー２００または外部デバイス３００の連結状態に対応する
アラーム信号を出力することもできる。
【０２３２】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、コンテンツリストをデ
ィスプレイすることができる［Ｓ１９３０］。本発明の一実施形態によるコンテンツリス
トは、電子ペーパー制御装置１００の保存部１６０に保存されたコンテンツ、少なくとも
１枚の電子ペーパー２００から受信されたコンテンツ、及び外部デバイス３００から獲得
されたコンテンツのうち、少なくとも一つを含んでもよい。
【０２３３】
　一方、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、表示部１４１ま
たはマスター電子ペーパーを介して、電子ペーパーリスト及び外部デバイスリストのうち
、少なくとも一つをディスプレイすることもできる。本発明の一実施形態による電子ペー
パーリストは、連結部１１０に連結された電子ペーパーのリストを意味し、本発明の一実
施形態による外部デバイス３００リストは、連結部１１０に連結された外部デバイス３０
０のリストを意味する。本発明の一実施形態による外部デバイス３００には、他の電子ペ
ーパー制御装置、外部メモリ、サーバ、移動端末機（スマートフォン、タブレットＰＣ、
ノート型パソコンなど）、ＰＣ、プリンタ、ＣＥデバイス（スマートＴＶ、カメラ、冷蔵
庫、エアコンなど）などがある。
【０２３４】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、電子ペーパー制御装置
１００の出力部１４０を介して、コンテンツリストまたは電子ペーパーリストをディスプ
レイすることもでき、少なくとも１枚の電子ペーパー２００を介して、コンテンツリスト
または電子ペーパーリストを表示することもできる。
【０２３５】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子
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ペーパー２００または外部デバイス３００にコンテンツを伝送することができる［Ｓ１９
４０］。これについては、図２０及び図２１を参照し、さらに詳細に説明する。
【０２３６】
　図２０は、本発明の一実施形態に係わる、電子ペーパー制御装置が外部デバイスにコン
テンツを送信する画面を示している。
【０２３７】
　図２０に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置
１００は、外部デバイス３００からコンテンツ（ｃｏｎｔｅｎｔ）を獲得することができ
る。本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、外部デバイス３００
と有無線通信が可能である。
【０２３８】
　例えば、電子ペーパー制御装置１００が、外部デバイス３００からコンテンツ１、コン
テンツ２、コンテンツ３を受信した場合、電子ペーパー制御装置１００は、表示部１４１
またはマスター電子ペーパー２００－１を介して、コンテンツリストをディスプレイする
ことができる。また、電子ペーパー制御装置１００は、ユーザ入力に基づいて、外部デバ
イス３００から獲得されたコンテンツを、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に伝送す
ることができる。
【０２３９】
　従って、本発明の一実施形態によれば、外部デバイス３００から獲得された手紙、誓約
書、契約書などの重要なコンテンツを、電子ペーパーを利用して、永久保管することもで
きる。
【０２４０】
　図２１は、本発明の一実施形態に係わる、移動端末が電子ペーパーから獲得されたコン
テンツをプリンタを介して出力する画面を示している。
【０２４１】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、移動端末機３００－１
に、コンテンツリスト、電子ペーパーリスト（電子ペーパーの連結順序情報含む）、外部
デバイスリストを伝送することができる。その場合、ユーザは、移動端末機３００－１を
介して、電子ペーパーの入出力を制御することができる。すなわち、電子ペーパー制御装
置１００は、移動端末機３００－１と電子ペーパーとを連結するインターフェースの役割
を行うこともできる。
【０２４２】
　一方、図２１に図示されているように、電子ペーパー制御装置１００は、移動端末機３
００－１に、ユーザによって選択されたコンテンツを伝送することができる。例えば、ユ
ーザが「コンテンツ３」を選択した場合、電子ペーパー制御装置１００は、「コンテンツ
３」を移動端末機３００－１に伝送することができる。
【０２４３】
　そのとき、移動端末機３００－１は、ユーザ入力に基づいて、コンテンツ３をプリンタ
３００－２に伝送することができる。その場合、ユーザは、コンテンツ３を、プリンタ３
００－２を介して簡単に印刷することができる。
【０２４４】
　図２２は、本発明の一実施形態に係わる、電子ペーパー制御装置間の通信方法を示す図
面である。
【０２４５】
　図２２に図示されているように、電子ペーパー制御装置１００間でも通信が可能である
。従って、１つの電子ペーパー制御装置１００－１で連結することができる電子ペーパー
の枚数が制限的である場合、電子ペーパー制御装置１００－１は、他の電子ペーパー制御
装置１００－２との通信を介して、電子ペーパーの入出力を制御することもできる。
【０２４６】
　例えば、図２２（ａ）に図示されているように、第１電子ペーパー制御装置１００－１
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には、９枚の電子ペーパーしか連結されていない場合、第２電子ペーパー制御装置１００
－２を介して、他の９枚の電子ペーパーを連結する。
【０２４７】
　図２３は、本発明の一実施形態に係わる、少なくとも１枚の電子ペーパーの入力を制御
する方法について説明するための図面である。
【０２４８】
　本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子
ペーパーのユーザ入力機能を活性化することができる。例えば、電子ペーパー制御装置１
００は、最外郭に位置する電子ペーパーまたはマスターとして決定された電子ペーパーの
ユーザ入力機能を活性化することができる。以下では、マスター電子ペーパーのユーザ入
力機能が活性化された場合を一例として説明する。
【０２４９】
　図２３に図示されているように、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置
１００の通信部１２０は、マスター電子ペーパーからユーザによって入力されたデータを
受信することができる。そして、通信部１２０は、ユーザによって入力されたデータを、
少なくとも１枚の電子ペーパー２００に伝送することができる。
【０２５０】
　すなわち、ユーザは、マスター電子ペーパーを介して、テキストまたは図面を入力し、
入力したテキストまたは図面を、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に伝送してディス
プレイ（ｄｉｓｐｌａｙ）することができる。従って、本発明の一実施形態によれば、ユ
ーザは、電子ペーパーをメモ紙として使用することもできる。
【０２５１】
　一方、本発明の一実施形態によれば、電子ペーパー制御装置１００は、ユーザ入力に基
づいて、マスター電子ペーパーを介して入力されたテキストまたは図面を保存部１６０に
保存することもできる。
【０２５２】
　図２４は、本発明の一実施形態に係わる、少なくとも１枚の電子ペーパーから、コンテ
ンツを獲得して表示する方法について説明するための図面である。
【０２５３】
　図２４に図示されているように、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電
子ペーパー２００に表示されたコンテンツについての情報を受信することができる。そし
て、電子ペーパー制御装置１００は、少なくとも１枚の電子ペーパー２００に表示された
コンテンツのリストを、マスター電子ペーパーに表示することができる。
【０２５４】
　例えば、第１電子ペーパー２００－１に「Ｘウェブサイトページ」が表示され、第２電
子ペーパー２００－２に「Ｙウェブサイトページ」が表示され、第３電子ペーパー２００
－３に「Ａ文書内容」が表示され、第４電子ペーパーに「Ｂ文書内容」が表示された場合
、電子ペーパー制御装置１００は、マスター電子ペーパー２００－１の画面に「Ｘウェブ
サイトページ」、「Ｙウェブサイトページ」、「Ａ文書内容」、「Ｂ文書内容」を表示す
ることができる。
【０２５５】
　もしユーザが、「Ｂ文書内容」を選択し、第５電子ペーパーに伝送することを希望する
場合、電子ペーパー制御装置１００は、「Ｂ文書内容」を第５電子ペーパーに伝送し、第
５電子ペーパーによって、「Ｂ文書内容」がディスプレイされるように、第５電子ペーパ
ーの出力を制御することができる。前述のように、コンテンツ及び電子ペーパーを選択す
る方法は多様である。
【０２５６】
　本発明の一実施形態による電子ペーパー制御装置１００は、電子ペーパーの活用性を高
めるために、電子ペーパーに装着される機能を最小化し、電子ペーパーの不足した機能は
、電子ペーパー制御装置１００を介して補うようにした。従って、本発明の一実施形態に
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また、ユーザは、電子ペーパー制御装置１００を介して、電子ペーパーの入出力を自由に
制御することができる。
【０２５７】
　本発明の一実施形態による方法は、多様なコンピュータ手段を介して遂行されるプログ
ラム命令形態で具現され、コンピュータ可読媒体に記録される。前記コンピュータ可読媒
体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを、単独でまたは組み合わせて
含んでもよい。前記媒体に記録されるプログラム命令は、本発明のために特別に設計され
て構成されたものなどや、コンピュータ・ソフトウェア当業者に公知されて使用可能なも
のでもある。コンピュータ可読記録媒体の例としては、ハードディスク、プロッピィーデ
ィスク及び磁気テープのような磁気媒体（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｍｅｄｉａ）；ＣＤ（ｃｏ
ｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ）－ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＤＶＤ（ｄｉ
ｇｉｔａｌ　ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）のような光記録媒体（ｏｐｔｉｃａｌ　ｍ
ｅｄｉａ）；フロプティカルディスク（ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）のような磁気－
光媒体（ｍａｇｎｅｔｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）；及びＲＯＭ、ＲＡＭ（ｒａｎ
ｄｏｍ－ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリのようなプログラム命令を保
存して遂行するように特別に構成されたハードウェア装置；が含まれる。プログラム命令
の例としては、コンパイラによって作われるような機械語コードだけではなく、インター
プリタなどを使用して、コンピュータによって実行される高級言語コードを含む。
【０２５８】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲は、それらに限
定されるものではなく、特許請求の範囲で定義されている本発明の基本概念を利用した当
業者の多くの変形及び改良形態も本発明の権利範囲に属するのである。
【符号の説明】
【０２５９】
１００　電子ペーパー制御装置
１１０　連結部
１１１　第１連結部
１１２　第２連結部
１２０　通信部
１２０　連結部
１３０　電源供給部
１４０　出力部
１４１　表示部
１４２　アラーム部
１５０　ユーザ入力部
１６０　保存部
１７０　制御部
１７１　インデックス管理モジュール
１７２　シーケンス管理モジュール
１７３　データ共有モジュール
１７４　レジスタデータ分析モジュール
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【図２４】
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